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１　はじめに
　筆者は以前、日本統治期台湾における北投
及び草山温泉の開発についての考察を行っ
た 1）。そこでは、植民地という時代空間の中
で、統治者である日本人による開発の主導権
の掌握、特に統治機関であった台湾総督府が
温泉開発を主導したこと、その原因が特に草
山温泉の開発について北投温泉の「俗化」に
あったことなどを指摘した。
　筆者は北投・草山温泉の他、金山温泉、彰
化温泉の開発・発展などについても考察を行
っている 2）。しかしこれらの温泉はすべて日
本統治期にすでに開発が本格化していた温泉

地である。これらの温泉地では旅館の設置、
外湯としての公共浴場の設置など、日本内地
の温泉地の開発形態が移植された。また北投
のように遊興地としての文化要素が移植され
た温泉地もあった。
　現在の台湾において観光地として形成され
ている温泉地は日本統治期に開発が始まった
ものがほとんどであり、戦後に開発及び利用
が開始されたものは少数である。山間地に立
地している苗栗県の泰安や台中市の谷関のよ
うに日本統治期に発見されたものの、当時は
開発が進まず、戦後開発が本格化したところ
があるが、行義路（ぎょうぎろ・中国語：
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図　行義路温泉の位置
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Xingyilu）温泉もそのような温泉地の一つで
ある。また、2000年代以降、高雄市の山間
部に位置する宝来や不老など、南部のいくつ
かの温泉では観光地としての開発が始まった
ところもあるが、これは2000年代初頭に「温
泉ブーム」と呼べるものが台湾に出現したこ
とによる 3）。この他、台中市の大坑温泉は
1999年の台湾大地震がきっかけとなり湧出
した温泉であり、現在ではこの温泉を利用す
る宿泊施設が2か所ある。
　台湾では2004年7月2日に「温泉法」が公
布され（施行は2005年7月1日）、それまで
温泉湧出地域の整備を行う上での根拠法が無
かったことに鑑み、第三章（温泉法第13-15
条）において「温泉区」に関する規定が設けら
れ、行義路温泉も台北市政府より温泉区に指
定されている。現在、行義路温泉区として指
定された区域内には宿泊施設を持つ業者はな
く、業者の営業形態としては「温泉餐庁（温
泉レストラン）」が基本となっている 4）。

　図にある通り、本稿で取り上げる行義路温
泉は北投とはほぼ隣接する位置関係である。
台北市政府の整備計画によれば、行義路温泉
区の範囲として、北端は日本統治期には草山
温泉と呼ばれ、戦後は陽明山温泉と呼ばれた
「中山楼温泉区」に隣接しており、西端は北
投温泉区と隣接している。台北市の市域に属
するが台北駅からは約13キロ離れており、
台北市郊外の観光スポットとしての性格を有
している。
　本稿では、筆者が2016年に行義路温泉の
温泉レストランの草分け的存在である「桜崗
温泉会館」オーナーの何堅漢氏に行ったイン
タビューを参照している 5）。この他、2005
年に台湾中央研究院近代史研究所が行義路温
泉の温泉レストラン「椰林温泉美食餐庁」経
営者の高振鐘氏に対し行ったオーラルヒスト
リーの「高振鐘訪問記録」も併せて参照して
いく 6）。
　

２　1970年代前後の状況
（1）行義路を含む紗帽山一帯の温泉利用
行義路温泉の北端一帯は日本統治期より「頂
北投」と呼ばれており、1923年には日本人
による旅館開業の新聞記事が見られる 7）。こ
れが記録上に残るこの一帯の温泉利用の始ま
りである。何氏も日本時代にはこの一帯の温
泉を利用する者がいたことを指摘している。
　行義路を含む紗帽山一帯の温泉利用が本格
化するのは戦後1970年代に入ってからであ
る。台北市民などが現在の行義路温泉区の北
端に位置する「龍鳳谷温泉」、さらに現在の
中山楼温泉区に位置する「鳳凰谷温泉」を利
用するようになっていた。この二つの温泉は
山間地の川辺に湧出しており、法律の関係で
恒久的施設は設置できなかった。そのため浴
槽とバラックを設置することで無料の入浴施
設を形成した。入浴施設の設置者は利用者に
食事や飲料を販売することで維持費用を捻出
した 8）。1976年の台北市議会建設審査会に
おいて、多くの市議会議員が紗帽山一帯の温
泉の利用状況に触れ、また「かなり名が知れ
ている」と指摘している。ある議員が語った
ところによると、当時紗帽山一帯の温泉に向
かう台北市民は1日約4、5千人いたといい、
明け方から夜までいつでも利用者がいたとい
う。そこで審査会では台北市政府が「純粋に
健康目的」の温泉地としてこの一帯の温泉を
整備すべきであるとしている 9）。また、龍鳳
谷温泉では利用者の増加に伴い屋台が増加、
こういった状況がごみの増加や風紀的な問題
を起こしているという指摘がなされている。
市政府は議会の求めに応じ、同年12月に龍
鳳谷温泉の整備を決定し、男女浴室とトイレ
を設置すると共に、歩道に柵、ベンチ等を整
備した。また整備完了後これらの施設の管理
者を北投区とすることとし、入浴料は徴収し
ないものとした。浴室等の整備と同時にそれ
まで設置されたバラック等は撤去され、屋台
の設置も禁止された 10）。
　70年代以降、紗帽山一帯は台北市民を中



－3－

心とした人々の行楽の場へ変貌していくが、
夜間における飲酒や食事を中心とした利用の
他、早朝時に温泉を楽しみにやってくる市民
も存在した。1981年のある文章に当時の温
泉利用の概況と早朝時に訪れる利用者の様子
が記されている 11）。
　その文章によれば、当時この一帯には5か
所の源泉があり、それぞれ、「竹仔脚」「媽祖
泉」「死谷泉」「土鶏莊泉」「龍鳳谷泉」と呼
ばれていた。これらの温泉は青いビニールシ
ートで浴室が組まれ、暗い浴室の中である者
は温泉に浸かり、またある者は石の上で座禅
を組んでいる。北投で洋服店を開いている倪
氏は「早覚会（早起き会）」の会長である。彼
は朝4時前に北投から歩いて竹仔脚（デェア
カ）までやってきて、温泉を利用する人のた
めに朝食を用意する。この会の会員が温泉を
利用する時間は3つの時間帯に分かれている
が、「早班（ザオバン）」という午前3時から7
時までの時間帯があり、倪氏はその「早班」
の朝食係である。朝食の費用は温泉を利用す
る会員が共同で負担し、2か月ごとに300元
の食費を支払っている。旋盤業を営む徐氏は
仕事のストレスと疲労を解消するために温泉
を利用するという。当時60歳の高氏夫妻は
ある企業の役員だが、8年間雨風をものとも
せず自家用車でやってくる。
　このように利用者は台湾人であり、自由な
時間を持てる高齢者や自営業者が多かったこ
とがわかる。紗帽山一帯の温泉の利用者が増
加したため、北投では観光バスで利用者を送
迎するサービスが行われるようになった。明
け方の時間帯には10分に1本の間隔で運行
していた。このような送迎バスは北投の他、
板橋や三重といった台北市に隣接する地区で
も運行されていた。
（2）「土鶏城」の登場
　行義路温泉は1970年代には台北市民が気
軽に行ける温泉地となっていたことが伺える
が、現在行義路温泉の主な業態となっている
温泉レストランの始まりも1970年代にさか

のぼることができる。何氏によれば、1960
年代には利用者により浴室が設置され、1970
年代以降利用者の増加に伴い屋台が出現し
た。冬になると鍋物を提供するようになった
が、これらの屋台経営者の中からレストラン
経営を始める者が現れたという。何氏が経営
する「桜崗」は何氏の父親が開業したものだ
が、それはおよそ1971、2年のことである
という。また養鶏を始める者も現れ、そのこ
とからこれらのレストランは中国語で地鶏を
意味する「土鶏」（トゥージー）から「土鶏城」
（トゥージーチェン）と呼ばれるようになっ
たという 12）。
　1970年代後半から1980年代前半におい
て、この一帯の土鶏城の利用客は主に大台北
（台北市及び台北県）、基隆などから来ていた
が、中には行義路から50キロ近く離れた桃
園からの客もいたという。当時は高速道路が
開通したばかりであり、また交通量も少なか
ったため桃園からでも40分程度で来ること
ができたという。利用客の職業としては、行
義路が台北市北部から近いこともあり、台北
市北部にある大病院の医師が仕事帰りにスト
レス発散のために来ていたという。また当時
は台湾の経済成長がピークに達した時代であ
ったため労働者の客も多く、建築関係の労働
者が仕事帰りに来ていたという 13）。 
　1979年の文章によれば、当時行義路一帯に
は20から30軒の土鶏城があったとされる14）。
首都郊外とはいえ、山間地に20軒以上であ
るとすれば相当賑やかであったことが伺え
る。ほとんどの店舗は竹や木材などの建材で
建てられていたが、コンクリ建築のものもあ
ったという。また「多くの人が年長者や子供
を連れてくる、あるいはカップルも」という
記述があることから、客層はかなり幅広いも
のであったことが理解できる。当時の行義路
にはバス路線は開通していなかったため、利
用客はすべて自家用車かオートバイ、あるい
は前述したような送迎バスで来ていた 15）。 
　当時行義路にあった土鶏城は多くが24時
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間営業であった。1970年代の台湾は戒厳令
下にあり、夜間営業等にも制限があったが、
何氏曰く「政府も見て見ぬふりをした」ので
あり、かつ行義路が台北市中心部から離れて
いたこともあり、厳格な取り締まりが難しか
った。また現在とは違い飲酒運転に対しても
寛容であったため、多くの客は深夜に来てひ
としきり飲んだ後運転して帰っていったとい
う 16）。 
　土鶏城のサービスについて、何氏によれば
当時の主なメニューは地鶏料理を始めとする
台湾料理であったという。利用客が一定額の
料理を注文すれば温泉は無料であり、温泉利
用のみの客は50から100台湾ドルを支払っ
た。ちなみに、台湾7-11のトップを長年務
めた徐重仁の回顧によれば、彼が1977年に
その親会社である統一企業に入社した際の初
任給は9000台湾ドルであったという 17）。ま
た、他の研究者が指摘するように、90年代
前半頃まで、行義路一帯の土鶏城では温泉は
あくまで脇役であった 18）。筆者も実体験と
して90年代半ば過ぎまでは温泉はどちらか
といえば脇役だったという指摘に同意する。
このような状況が変化し始めるのは90年代
末である。

３　1980年代以降の状況
　1980年代以降、土鶏城は治安及び風紀上
問題のある場所とみられるようになる。1981
年11月、当時大人気の歌手崔苔菁（チュイ・
タイジン）と友人が夜食を食べに車で行義路
にある土鶏城に向かう途中、何者かが空き瓶
をその車に向かって投げつけ車内にいた4名
全員が怪我をするという事件が起こった 19）。
1984年には地元の町内会的組織である「永
和里」と「泉源里」の住民が、深夜に土鶏城へ
酒を飲みに来た客が頻繁に騒ぎを起こすため
地域の安全が脅かされていると抗議した。実
際に何者かがタイヤをパンクさせる、または
カーオーディオを盗むといった事件が発生し
ていた。更に1990年代初めには女性と一緒

に入浴するサービスを行う業者が現れたとい
う 20）。
　しかし、土鶏城の問題として治安上の問題
以上に大きかったのは、業者が営業登記（営
業許可）を取っていなかったこと、そして設
置されているのが国有地や水源保護地区とい
った法律上私有建築を設置できない場所であ
ったことである 21）。
　台北市政府は1980年代から紗帽山一帯の
建築を違法建築として取り締まりを開始する
と共に強制撤去を開始したが、その執行は中
途半端なものであった。新聞上で具体的に確
認できるもののうち、最も早いものとして
1983年に28軒の土鶏城があり、それら建築
の撤去を行ったというものがある。28軒の
中には特に悪質であるとして市議会議員が直
接撤去を要求するものもあったが、そのレス
トランについて、市政府は「更に事実確認を
したのちに処理する」という態度であった 22）。
　市政府のこのような態度のため、土鶏城の
撤去作業は容易に進まなかった。1984年7
月に市政府が紗帽山で調査した結果、1年前
の調査と強制撤去終了後に21軒が再建され、
新たに3軒が営業を開始したため減ったのは
4軒のみであった 23）。1980年代以降、市政
府では継続的に土鶏城の撤去を行っていた
が、この動きは徹底されておらず、84年の
段階で新聞上に執行状況を批判する記事が掲
載されたりした 24）。その原因としてある記
事では関係部門間において統一された政策が
なかったことを指摘している 25）。また、陳
水扁台北市長（在任1994-1998）は「1985年
以前にすでに設置されていた建築については
撤去しないと規定した」が、しかしながらこ
れはあくまで現状追認であり、合法化の措置
ではなかったという 26）。 
　紗帽山一帯の土鶏城は違法性の高い場所で
あったが、それでも人々は土鶏城に食事や温
泉を楽しみに行っていた。一般家庭にエアコ
ンが普及するまでは、客足のピークは夏であ
った。その理由はエアコンが普及するまで、
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人々が避暑の目的で山に行っていたからだと
いう 27）。そして注12）に記した通り、土鶏城
は紗帽山だけではなく台中などの山間地にお
いても開業していた。紗帽山の土鶏城もこの
ようなブームの中で出現した土鶏城エリアの
一つであった。

４　1990年代以降の状況
　1990年代に入ると、新聞上で紗帽山一帯
の土鶏城を紹介する記事が見られるようにな
る 28）。1995年、『聯合報』では1面全体を使
って紗帽山の土鶏城の現状を報道している。
それによれば、10年以上景気の良かった土
鶏城も最近は商売が下降気味であること、一
方で全盛期に比べ客足は鈍ったとは言え、週
末になればやはり満席となることなどが記さ
れている 29）。1990年代後半以降、土鶏城の
経営状況が厳しくなるなかで、一部業者は営
業形態を変化させるという手に出る。実際に
は1980年代末期にも「啤酒屋（ビールを中心
として提供する飲食店）」をオープンさせた
業者があり、ビールと温泉を組み合わせるこ
とにより、冬でも客を呼び込むことに成功し

た 30）。90年代以降、このような変化はより
明らかとなっていく。
　まず見られたのは提供される料理の変化で
あった。それまでの台湾料理中心のメニュー
から、日本料理を充実させる業者が出てくる
ようになった。このような変化は店舗名など
にもみられ、日本風の店舗名を付けるところ
が現れた。高振鐘氏が紗帽山で経営する2店
舗のうち1店舗は「川湯」という店名であり、
建築も京都の雰囲気を持たせていたために
NHKなど日本メディアの取材を受け、日本
人観光客もやってきたという 31）。筆者がイ
ンタビューした「櫻崗」もそのようなレスト
ランの一つである。料理が変化すると同時に
設備にも変化が見られるようになり、レスト
ラン部分の改築や露天風呂・スパ設備・サウ
ナの増設などが行われるようになった。更に
はダンスフロアを設置した「温泉パブ」まで
現れたりもした 32）。
　90年代以降に見られたもう一つの変化と
して、業者が自らを「温泉餐庁（レストラン）」
と自称するようになったことがあげられる。
新聞紙上において最も早くこの名称が使用さ

写真１　温泉餐庁（レストラン）内部の様子
（注）椰林温泉美食会館ホームページより引用。
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れたのは1995年であり、2000年代以降、こ
の名称は一般化していく 33）。注12）に記した
データベースにおいて、「温泉餐庁」という
言葉で検索をかけると、合計91件の記事が
ヒットする（当該データベースの収録範囲は
2005年末まで）。その91件中2000年以降の
記事は86件に上る。このことから「温泉餐庁
（レストラン）」という呼称は2000年代以降
に一般化したものであると言える。呼称を変
化させた理由について、大きな理由としてそ
れまでの「土鶏城」のイメージから脱却し、
高級感や質感を出していきたいといった思惑
があったことがあげられる。2003年に行義
路の温泉レストラン業者などにより組織され
た「台北市紗帽山温泉発展協会」のウェブサ
イトには、以下のような記述がみられる 34）。

　「紗帽山温泉は志ある業者の経営の下、土
鶏城の形式からいち早く抜け出して一般的な
経営と融合し、大自然に近づく、健康、養生
という入浴文化を発展させており… 」

　業者は紗帽山温泉発展協会の組織後、高齢
者への無料入浴や表彰といった活動を行って

いる 35）。業者によるこれらの活動は紗帽山
温泉の「土鶏城」のイメージを変化させよう
というものであり、また「温泉」を売り物に
していくことの実践であったということがで
きる。

５　2000年代以降の変化と対応
　2000年代以降、新聞上での報道にも変化
がみられるようになる。それまでの紗帽山関
係の報道は違法建築の撤去、あるいは事件等
の報道が中心であったのが、2000代以降は
地方版を中心に台北市郊外の観光スポットと
して紹介されるようになる。
　2000年代以降、紗帽山の温泉業者はイメ
ージ向上を図り、メディアの態度も変化し始
めていたが、法律的には違法状態のままであ
った。
　それではこの地域を所管する台北市政府の
態度はどのようなものだったのかを改めて見
てみる。土鶏城の合法化については1980年
代にも当時の台湾省政府主席邱創煥が土鶏城
と啤酒屋の特区を設置することでこれらの業
者を合法化できるか研究するよう関連部門に
指示したという記事が見られるが、この記事

写真２　行義路温泉の露天大浴場
（注）川湯温泉養生餐庁ホームページより引用。
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の続報は見ることができない 36）。前掲した
聯合報記者は同じ記事の中で、合法化させる
ことこそが根本的な解決につながると指摘し
ている 37）。前述のとおり、台北市政府は
1980年代から紗帽山一帯の業者を「違法」で
あるとし、建築の撤去などを行ってきた。こ
れに対し業者は台北市政府に方針の変更を要
求するようになる。
　2000年6月、台北市政府が建築の撤去を
行う際に、業者は市議会に対し市政府による
指導の下での合法化を陳情した。市政府によ
る撤去の際にはレストラン経営者の一人が
「こそこそ経営するのは望まない、それに市
政府がいつ撤去に来るのかを心配しなければ
ならない、できれば我々に合法化の道筋を与
えてほしい」と語っている。またこの撤去作
業の際にはこれまでと違い、地元住民の代表
も視察に訪れ、「行義路の温泉レストランは
すでに市民にとって最高の週末の行楽地にな
っている」と話している。このような語りの
変化から1980年代と2000年代とで地元住
民の温泉レストランに対する態度に大きな変
化があったことを見て取ることができる 38）。
　社会的な雰囲気の変化と2003年に予定さ
れていた温泉法制定により、行義路温泉では
2002年に大きな変化が見られることになる。

1月23日、市議会は市政府の関連部門及び
温泉レストラン経営者を集めシンポジウムを
開催。そこで「温泉専区」の設置、行義路温
泉の合法化に向けた行政による指導などのコ
ンセンサスが得られ、これにより行義路の温
泉業者はついに合法化の機会を得ることとな
った 39）。
　2004年には市政府により『行義路温泉区
先期整体規劃総報告書（行義路温泉区初期全
体計画総報告書）』が策定され、その初めの
部分において「行義路温泉地区は台北市近郊
の重要な温泉地区の一つ」との記述が行われ
ている 40）。これは当時すでに台北市政府が
行義路温泉を観光資源としてとらえていたこ
とを示しているが、温泉法の制定が市政府の
態度を変化させた大きな要因の一つであるこ
とは間違いない。この報告書の内容として、
現状、法令、温泉産業などの部分からなって
いる。この他地域住民や業者、利用者に対す
るアンケート調査等も行われている。
　2007年、紗帽山温泉発展協会は「紗帽山
温泉健康月」というイベントを実施、このイ
ベントは北投区公所（区役所）と共催したも
のであり、台北市政府交通局も「指導単位」
という形で参画している。このように行義路
温泉の温泉レストラン業者は市政府と協力関

表　行義路温泉の開発と発展　年表

（注）筆者作成。
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係を作り上げている。これは即ち市政府の行
義路温泉に対する態度が以前の「違法建築の
密集地」から、「温泉地」へと変化したことを
示している。

６　結語
　ここまで、行義路温泉の開発と発展の経緯
を通史的に見てきた。これをふまえて、台湾
の温泉地における行義路温泉の特徴と意義に
ついて考えてみたい。
　第一に、紗帽山温泉は日本統治時代に温泉
開発された温泉地とは異なり、台北市民によ
る自発的な利用から温泉地としての利用が始
まったことがあげられる。これは戦後におい
ても台湾人が自発的に温泉を利用していたこ
との証左である。また、行義路温泉の温泉レ
ストランでは入浴設備として男女別浴の大浴
場を持つところが多く、入浴時には全裸で入
浴するスタイルとなっている。これについて
は、日本人が日本統治期にもたらした温泉へ
の入浴習慣が戦後の台湾社会に引き継がれた
ことを証明していると言えるだろう。
　第二に、宿泊施設を持たない温泉レストラ
ンが利用形態の中心であることがあげられ
る。その原因として、この一帯の源泉湧出地
が法律上開発に制限がある地域であったこと
で、温泉レストランが長期間「違法」状態に
置かれたことが大きな原因としてあげられ
る 41）。
　そして行義路温泉の意義について、行義路
温泉の発展の経緯から、戦後台湾社会におい
て、温泉が徐々に台湾自身の有力な自然資源
の一つであり、市民の健康・保養に供するこ
とのできる場であるという認識が、社会及び
行政において認められ、一般化してきたこと
に大いに寄与してきたと言えるのではないだ
ろうか。
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１　問題と目的
（1）温泉とヘルスツーリズム
　近年、観光行動や観光目的の多様化にとも
なって、エビデンスに基づいた 1）健康増進や
健康回復効果に対する期待を伴った観光行動
である“ヘルスツーリズム（health tourism）”
が注目されている。もともと、ヘルスツーリ
ズムという呼称は、The International Union 
of Official Travel Organizations（IUOTO）
によって1973年にまとめられたヨーロッパ
における温泉療養に関する実態の報告書にお
いて用いられたのが最初であるといわれる2）。
2018年4月からは、本邦でもヘルスツーリ
ズム認証制度が事業化されており、温泉はそ
の一翼を担う主要な資源と位置づけることが
できる 3）。
　一方で、わが国において温泉は単にレジャ
ーとして扱われがちであり、科学的な検討が
不足していることが指摘されている 4）。温泉
を活用したヘルスツーリズムに関し、その有
効性や課題を明らかにする実証的な知見を蓄
積し、より積極的かつ効果的な温泉資源の活
用につなげていくことが期待される。
（2）ストレスコーピング資源としての温泉
　我々温泉利用客は、温泉に対して“リラッ
クス”、“ストレス解消”、“疲れが取れる”と

いったイメージを多く抱く 5）。2020年初頭
にも、露天風呂の写真とともに「何も、考え
たくない。ただ、温泉に入りたい。」という
キャッチコピーだけが書かれている広告ポス
ターを小田急電鉄が掲出し、話題と共感を呼
んだように 6）、一般的にも「温泉でストレス
解消」、「疲れたから温泉に行きたい」といっ
た表現は、多くの人々がしばしば口にした
り、あるいは耳にしたりするものであろう。
　我々が社会生活を送る際に、ストレスを完
全に回避することは不可能といってよい。ま
た、ストレスには、心身にポジティブな影響
を及ぼすユーストレス（eustress）と、心身
に対してネガティブな影響をもたらすディス
トレス（distress）があることが知られてい
る 7）。ユーストレスは、心理的な快感情や身
体的な健康といったウェルビーイングを向上
させるが、ディストレスは急性あるいは慢性
的な心身の不調や不快感といったストレス反
応をもたらす。今日、一般的に「ストレス」
という用語が用いられる際は、ディストレス
の意味で扱われることが多い（以下、本研究
においてストレスと記す際はディストレスを
意味する）。ストレスに対処するための行動
はストレスコーピング（stress coping）と呼
ばれる。日本人にとっての温泉は、長年にわ

“温泉好き”はストレスが溜まると温泉に行くのか？
─心理的なストレス反応と温泉利用の関連を探る─
Do “Spa Lovers” Go to Hot Springs When They Feel Stressed:

Exploring the Association between Psychological Stress Responses and Spa Use

関 谷　大 輝＊
Daiki SEKIYA

キーワード： 温泉訪問頻度（frequency of hot spring visit）、ストレスコーピング（stress 
coping）、心理的ストレス反応（psychological stress response）、温泉愛好度
（degree of liking of hot spring）、ヘルスツーリズム（health tourism）
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たって、ストレスコーピングに有用であり、
また、その重要な一資源として見なされてき
たといってよい。　
（3）主要な職業的ストレス要因としての 
感情労働

　ストレスの原因になり得る要因は多種多様
であるが、その中でも、現代社会における主
要かつ持続的なストレッサーとして、職業ス
トレスの存在を無視することはできない。特
に、現代のわが国はサービス産業化が進行
し、労働者の多くが対人的な関わりを職務上
求められる環境での業務に従事している。こ
のような職業においては、肉体的な資源や頭
脳（情報・知識）的な資源のみならず、対人
コミュニケーションにおいて重要になる感情
を適切に管理したり活用したりするなど、感
情的な資源を用いることが非常に重視され
る。
　米国の社会学者ホックシールド（Hochschild, 
A. R.）は、このように感情的な資源の活用が
不可欠である特徴を持つ職業を“感情労働
（emotional labor）”と名付けた 8）。感情労
働は、労働者に対してストレスをもたらす要
因になることが数多く指摘されている 9）。す
なわち、現代社会で働く私たちの多くは、一
定の感情労働的なストレスによる影響との対
峙を求められているといえる。
（4）本研究の目的
　職業ストレスに晒されているいわゆる現
役世代の人々においても、温泉の人気は高
い 10）。上述のように、温泉はストレスコー
ピングに有用であるというイメージは一般に
広く膾炙しているため、日常的にストレスの
影響を強く受けている者ほど、温泉に行きた
いと考える傾向も強いであろう。また、この
傾向は特に温泉の愛好者において顕著である
と予測できそうである。ただし、当然ながら、
温泉の効果を享受するためには実際に温泉地
に足を運ばなければならない。本邦では温泉
地に宿泊する客の約9割が観光目的であると
もいわれる中で 11）、今日、実際にストレス

を溜めた人々がどの程度温泉を訪れ、ストレ
スコーピング資源として温泉を活用している
のかという関連は不明である。これを確認す
るためには、現に高ストレスな状況下にある
人々がどの程度温泉を訪れているのかを把握
することが必要となる。
　以上の議論から、本研究では、心理的スト
レス反応と温泉訪問頻度の関連について、温
泉の愛好度も踏まえた上で定量的に明らかに
することを試みる。そのデータをもとに、温
泉をストレスコーピングに役立てていくため
に留意すべき視点を検討することを目的とす
る。

２　方法
（1）調査対象者および調査方法
　インターネット上のウェブ調査実施会社
（楽天リサーチ株式会社）を利用した調査を
実施した。職業的なストレッサーとの関連を
問う調査であることを踏まえ、回答協力者は
有職の社会人 12）に限定し、500名から回答
を得た。協力者には、回答謝礼として、楽天
リサーチ株式会社から規定のポイントが付与
された。調査は2015年3月に実施された。
（2）調査の構成
週あたりの勤務時間数
　平均的な1週間あたりの勤務日数と、1日
あたりの平均的な勤務時間数について数値で
の回答を求めた。この2つの数値を掛け合わ
せ、回答者の平均的な週あたりの勤務時間数
として扱った。
心理的ストレス反応
　自己評価式により心理的なストレス反応の
多面的な測定ができる尺度として、尾関らに
よって作成された「大学生用ストレス自己評
価尺度」に含まれる項目群を参考に 13、 14、 15）、
計20項目を抽出して用いた（項目例：“悲し
い気持ちだ”、“いらいらする”、“気持ちが張
りつめている”、“気がかりなことがすぐ頭に
浮かぶ”、“体がだるい”など）。教示では、
尾関 16）にしたがって、「最近（1ヶ月以内）の



－13－

状態」についてどの程度あてはまるか判断し
て回答するように求めた。選択肢は、“よく
あてはまる”から“全くあてはまらない”まで
のリッカート尺度形式による4件法であっ
た。得点が高いほど、心理的ストレス反応が
高いことを意味する。
感情労働
　心理的ストレスに結びつく職業的な負荷を
確認する要因として、感情労働への従事の程
度を測定する感情労働尺度日本語版 17）を使
用した。本尺度は、感情労働を構成する複数
の側面である、頻度、強度、種類、表層演技、
深層演技、持続時間について多面的に測定す
る尺度であり、普段の仕事中に、項目に示さ
れた内容をどの程度の頻度で経験するかを問
うものである。本研究では、従事時間を数値
で問う質問を除く14項目を使用した（項目
例：“本当の気持ちを出すことを抑える”、“た
くさんの種類の感情を表現する”、“仕事上必
要とされる特定の感情を出す”、“本当は感じ
ていない感情を、感じているかのようにふる
まう”、“見せないといけない感情を実際に感
じるようにしようと試みる”など）。選択肢
は、“全くない”から“いつもある”までのリ
ッカート尺度形式による5件法であった。得
点が高いほど、感情労働的な業務により従事
していることを意味する。
温泉愛好度
　「次の項目を見て、温泉についてあなたの
考えに最も近い選択肢を選んでください」と
いう教示を行い、「普段、温泉に行きたいと
思う」、「温泉が好きだ」、「好きな温泉地があ
る」、「行ってみたい温泉地がある」という4
項目に対し、“全くあてはまらない”から“と
てもあてはまる”までのリッカート尺度形式
による5件法で回答を求めた。得点が高いほ
ど、温泉への愛好度が高いとみなした。
温泉訪問頻度
　温泉を訪れる頻度について、「月に数回以
上、「月に1回くらい」、「2～ 3ヶ月に1回
くらい」、「年に2～ 3回くらい」、「1～ 2年

に1回くらい」、「数年に1回以下」、「ほとん
ど行かない」という7段階の選択肢を提示し、
選択を求めた。
デモグラフィック項目
　年齢、性別、居住地について回答を得た。

３　結果
（1）データのスクリーニング
　データ分析にはHAD16.30を用いた 18）。
まず、分析に先立ち、使用した各尺度におい
て、全項目に対して同一の選択肢番号を回答
（いわゆるストレートライン回答）していた
場合は、回答の信頼性に疑問が持たれる不誠
実回答をした可能性が高い協力者であると判
断し、その協力者の回答は全分析から除外し
た。本調査の実施においては、調査データ回
収時点でストレートライン回答者のデータク
レンジングを行わなかったため、この段階で
142名の回答が除外され、358名を分析対象
とした。分析対象者の性別は、男性238名、
女性120名であり、平均年齢は45.46（SD = 
9.62）歳、22歳～65歳の範囲であった。また、
居住地域は北海道から沖縄県に至る全都道府
県に分布していた。
（2）測定尺度の内的一貫性の確認
　心理的ストレス反応の測定に用いた20項
目の信頼性係数はα = .95であり、高い内的
一貫性を示した。また、天井効果や床効果を
示した項目もなかったため、本研究では、こ
の20項目の合計得点を算出し、総合的な心
理的ストレス反応得点として扱った。
　また、感情労働尺度14項目の信頼性係数
はα = .89であり、同様に高い内的一貫性が
確認され、天井効果や床効果を示した項目も
見られなかった。本研究では、14項目の合
計得点を算出し、感情労働得点として扱っ
た。
　温泉愛好度については、4項目の主成分分
析を行ったところ、各項目は第一主成分に対
して .81～ .86の高い主成分係数を示した。
内的一貫性は、ω = .91であった。この4項
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目に対する回答の合計得点を、温泉愛好度得
点として扱った。
（3）記述統計量および単相関
　各測定変数の記述統計量および、変数間の
相関係数を表1に示す。週あたりの勤務時間
と心理的ストレス反応の間には有意な相関が
見られなかった一方で、感情労働と心理的ス
トレス反応の間にはやや弱いながらも、有意
な正の相関が見られた。すなわち、心理的ス
トレス反応は、勤務時間の長短ではなく、感
情的なコントロールを求められるという業務
の特性と関連する傾向があることが示唆さ
れ、本研究で測定した心理的ストレス反応の
一部が、感情労働的な職業ストレスによって
規定されていることが確認できた。
　また、協力者全体の傾向としては、温泉愛
好度と温泉訪問頻度の間には中程度の正の有
意な相関が見られた。すなわち、温泉愛好度
が高い者は、温泉を訪れる回数が多い傾向が

あることが確認された。その一方で、心理的
ストレス反応と温泉訪問頻度の間にはほとん
ど相関が見られず、ストレス反応の強弱と温
泉訪問頻度は相互に連動しないことが示され
た。
（4）温泉愛好度、心理的ストレス反応と 
温泉訪問頻度の関連

　続いて、温泉愛好度の高低と心理的ストレ
ス反応の高低の組み合わせによる温泉訪問頻
度の違いを確認するため、温泉愛好度のレベ
ル（高低）と心理的ストレス反応のレベル（高
低）によって回答者を4群に分け（表2）、そ
れぞれの群に属する者における温泉訪問頻度
を比較した。高低の分類は、各変数の平均値
±0.5標準偏差（SD）を基準とし、平均値＋
0.5SD以上の得点であった者を高群、平均
値－0.5SD以下の得点であった者を低群と
した。
　温泉愛好度（高低）および心理的ストレス

表1　測定変数の平均値，標準偏差，および変数間の単相関係数

表2　温泉訪問頻度の群ごとの平均値，標準偏差

（注）筆者作成。

（注）筆者作成。
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反応レベル（高低）を独立変数とし、温泉訪
問頻度を従属変数とする二要因分散分析を行
った 19）。温泉愛好度×ストレス反応レベル
の交互作用が有意（F（1, 147） = 5.01、 p < 
.05、 η 2 = .03）であったことから、単純主
効果検定を行ったところ、心理的ストレス
反応が低い群の単純主効果（F（1, 147） = 
32.28、 p < .001、 η 2 = .295）、心理的スト
レス反応が高い群の単純主効果（F（1, 147） 
= 4.761、 p < .05、 η 2 = .064）がともに有意
であった。多重比較（Bonferroni法）の結果、
心理的ストレス反応の高低を問わず、温泉愛
好度が高い群の温泉訪問頻度が多いことが示
された。
　一方で、温泉愛好度においては、高群のみ
単純主効果が有意となったF（1, 147） = 
4.189、 p < .05、 η 2 = .046）。多重比較
（Bonferroni法）の結果、温泉愛好度が高い
群においては、心理的ストレス反応が低い者
に比べ、高い者の温泉訪問頻度が有意に減少
する（p < .05、 d =.434）ことが示された（図
1）。

４　考察
　本研究では、一般社会人を対象とした調査
を通じ、職業生活とも関連した心理的ストレ
ス反応と、温泉訪問頻度の関係について、温
泉愛好度の高低を踏まえながら検討した。そ
の結果、全般的な傾向としては、温泉愛好度
が高いいわゆる「温泉好き」は、温泉を訪れ
る回数も多いことが示された。その一方で、
心理的ストレス反応の高低は温泉訪問頻度と
明確な関連が見られず、ストレスが溜まった
からといって、温泉に訪れる回数は増減しな
いことが明らかになった。本来ならば、心理
的ストレス反応が高い「ストレスが溜まった
状態」になるほど、温泉を訪れる回数を増や
してストレス解消を図ることが望ましいと考
えることが可能だが、そのような傾向は見ら
れなかった。
　さらに、本研究で注目すべき結果は、温泉
愛好度と心理的ストレス反応が交互作用を持
って温泉訪問頻度を規定する可能性が示唆さ
れたことである。すなわち、温泉好きである
人々においては、心理的ストレス反応が高い

（注）筆者作成。
図1　温泉愛好度と心理的ストレス反応の高低による温泉訪問頻度の変化
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群の温泉訪問頻度が減少傾向になるという逆
説的な関連が見出された。これらの結果は、
ストレスコーピングの資源として、温泉が必
ずしも有効に活用されているとはいえない可
能性を示唆するものだといえる。本研究の結
果を踏まえ、我々のストレスコーピングに対
する姿勢と、今後のヘルスツーリズムとして
の温泉活用に対する示唆について考察を試み
たい。
（1）温泉はヘルスツーリズムの資源として
活用されているのか

　本研究では、ストレスの高低を考慮せずに
温泉愛好度の高低のみを基準にした場合に
は、確かに、「温泉好き」の人々はそうでな
い人々に比べてより頻繁に温泉を訪ねている
傾向が見られている。しかし、これは人々が
温泉をストレスコーピング資源として活用す
るヘルスツーリズム的な意図による結果では
なく、単に温泉が好き（温泉旅行が好き）だ
から頻繁に温泉に行くという、主に観光や行
楽的な意図に基づく行動の結果かもしれな
い。もちろん、たとえヘルスツーリズムとい
う意図がない観光行動であっても、ツーリズ
ム全般には一定の健康効果が期待できるであ
ろうし、その中で温泉に入浴する機会があれ
ばより一層、結果的にヘルスツーリズムに類
した効果を得ることは可能だと考えられる20）。
よって、温泉利用が我々にもたらす健康増進
効果という点では、温泉を訪れる意図がヘル
スツーリズム的な目的に基づくのか、あるい
は単に観光的な目的によるのかを議論する必
要性は低いのかもしれない。
　しかし、ここで改めて「温泉好き」の人々
に視線を向けてみたい。「疲れが取れて」「ス
トレス解消になる」というイメージが強い温
泉を、ストレスが溜まった際に活用すること
は、「温泉好き」と呼べる人々の間でより強
く期待されるストレスコーピング方略のはず
である。ところが、本研究では「温泉好き」
の人々はストレスが溜まると温泉を訪ねなく
なってしまう傾向が示されている。すなわ

ち、認識のレベルでは「ストレスが溜まって
いるので、温泉を訪ねてストレス解消した
い」というイメージを持っているとしても、
それが行動のレベルでは十分に実現されてい
ないと見ることが可能だろう。これは、「温
泉好き」の人々の間でさえ、現状では温泉が
観光の対象にとどまっており、ヘルスツーリ
ズムの観点から温泉を活用するという行動化
は十分に実現できていないことを示唆してい
る。ヘルスツーリズムの一資源としての温泉
活用をより一般化し、促進するためには、検
討すべき課題がまだ残されているものと考え
られる。
（2）温泉をストレスコーピング資源として
活用するための示唆

　では、なぜ、本来はストレスコーピングの
手段として温泉を積極的に活用する動機を持
つはずの「温泉好き」の人々は、ストレスが
溜まった時に温泉に行く頻度が低かったのだ
ろうか。本研究は一時点の調査に基づく横断
的な相関研究であり、「ストレス反応が高い
から、温泉訪問頻度が減った」のか、「温泉
訪問頻度が少ないから、ストレス反応が高ま
っている」のかといった、要因間の因果関係
は推測的にしか述べることができない。断定
は困難であるが、温泉愛好度が高い人々の温
泉訪問頻度のデータを見ながら、二つの可能
性を踏まえて、温泉をストレスコーピング資
源として活用するための示唆を検討したい。
　第一に、温泉好きの人々は、本当にストレ
スが溜まると温泉に行かなくなってしまう傾
向があるという解釈である。もとより、ヘル
スツーリズム自体、その効果が短期的であ
り、大きな健康効果を認識することが困難で
あると指摘されている 21）。また、ストレス
レベルが高い人が温泉のストレス低減効果を
得るには、長期の温泉滞在が望ましいことが
示唆されているように 22）、温泉好きである
人々は、真に温泉の効果を得るためには日帰
りや1泊といった短期滞在では十分ではない
ことを体感的に理解しているのかもしれな
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い。本研究の対象者のような現役社会人であ
れば、なおさら温泉地での長期滞在は困難で
あろう。一旦ストレスが蓄積してしまえば、
いわば体力を温存するかのように、短期的な
温泉への訪問をしないという選択をせざるを
得なくなっている可能性が考えられる。
　他方、別の視点から本研究の結果を肯定的
に解釈するならば、温泉を頻繁に訪れている
温泉好きの人々は、心理的ストレス反応を低
く抑えられているという解釈も可能である。
この視点に立てば、高い温泉訪問頻度をキー
プすることで、ストレス低減に効果があると
いう主張が可能になる。とはいえ、この解釈
に立脚するとしても、ストレスのレベルが高
まってしまった「温泉好き」の人々において、
温泉訪問頻度が低くとどまっていることの説
明は難しく、温泉のストレスコーピング効果
を示唆することはできる反面、ストレスが高
まった際の温泉利用をどう促進すべきかとい
う課題は残される。
　いずれの推察が妥当だとしても、温泉をス
トレスコーピング資源として活用するには、
「ストレスが溜まり過ぎないうちに」温泉を
訪ねるという、「一次予防的」な見地が重要
になると考えられる。特に、いわゆる現役世
代の人々の場合、長期間の温泉地滞在は困難
であろう。しかし、短期的な訪問しかできな
いからこそ、まだ元気なうちに、積極的なス
トレスコーピングの一形態として、温泉ヘル
スツーリズムのストレス低減効果を享受する
という意識を持つことが望ましいという提言
ができそうである。 
（3）本研究の限界と今後の課題
　本研究では、調査対象となったサンプル数
に一定の制約があり、居住地や年齢、具体的
な職種ごとの差異の検討はできなかった。ま
た、上述のとおり、本研究は相関研究であり、
因果関係の断定は不可能である。このため、
心理的ストレス反応の増減と、温泉訪問頻度
の増減の因果的な関係性を詳細に解明するこ
とはできていない。温泉入浴や温泉療法以外

のヘルスツーリズムに関連する研究が少ない
中で 23）、少なくとも一時点における心理的
ストレス反応の程度と温泉訪問頻度の関係を
示唆できたことに価値はあると思われるが、
今後は、より多くの対象者に対して、縦断的
な研究デザインを用いた大規模な検討を行
い、さらに具体的な提言につなげていくこと
が望まれる。
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１　はじめに
（1）研究の背景と目的
　2020年3月24日、新型コロナウイルスの
世界的な拡大によって、東京オリンピック・
パラリンピックの1年延期が正式決定され
た。これまで4年に1度の祭典に向けて、開
催都市では競技場や選手村などの建設といっ
た様々な準備が進められてきた。そのなか
で、しばしば問題視されてきたのが、競技場
や選手村を建設するために住民の立ち退きが
発生している点である。こうした公権力が強
制力を行使した住民の立ち退きは、新しい住
宅への移転といった生活環境の劇的な変化だ
けではなく、人間関係の再構築を強いるもの
である 1）。こうした住民の立ち退き問題は、
オリンピック・パラリンピックなどのメガイ
ベント開催時だけではなく、多くの都市開発
のなかでも生じてきた。
　近代以降、日本の多くの都市で貧困層の住
宅・居住問題が発生してきた。そのなかで、
過剰な人口が押し寄せる低水準の住宅が密集
している地域は、概してスラムと名付けら
れ、衛生面・治安面を背景として主に行政や
警察から注視されてきた2）。こうしたなかで、
大阪市などの都市部に立地するスラムは、衛
生行政の一環としてスラムクリアランスの対
象とされた 3）。そして、戦後日本の都市の焼
け跡や高架沿い、河川敷などに建てられたバ
ラック街は、行政などの働きかけによって消
滅した 4）。このように、近代以降、都市の一

角に存在してきた「異なるもの」としてのス
ラムやバラック街は常に行政による排除の対
象としての眼差しが向けられてきた。こうし
た排除の過程が、人文地理学の研究対象とし
て捉えられたのは、1990年代中盤以降のこ
とであった。
　その大きな転換点となったのは、1994年
に発表された水内による論考であった。その
なかで、水内は、近代都市空間の形成に関す
る諸研究の整理を踏まえ、それまでの近代を
対象とした人文地理学研究で不問とされてき
た都市下層社会などの事象が、人文地理学研
究の新たな研究対象となり得ることを指摘し
た 5）。この指摘は、その後の人文地理学にお
ける近代都市を対象とした研究に大きな影響
を与えた。特に近代都市において、社会問題
としての貧困や差別が都市内にどのように出
現し、解決策が講じられたのかという問題意
識は、多くの人文地理学研究者の間で共有さ
れてきた。
　1995年に発生した阪神・淡路大震災での
被災者やバブル経済崩壊後の長い経済不況に
おいて、都市で可視化されたホームレスなど
のいわゆる居住貧困層が社会問題化したこと
で、全国的に様々な居住支援活動が活発化
し、都市内で残存し、放置されてきた不法占
拠地区が研究対象として注目を集めるように
なった。人文地理学においては、「異なるも
の」と結びつけられた地域や場所が最終的に
排除される点を前提とし、その排除過程を考

温泉地における排除と隠蔽─近代の別府温泉を事例に─
Exclusion and Concealment in Hot Springs

─A Case Study of Modern Beppu Hot Springs─

中 山　穂 孝＊
Hotaka NAKAYAMA

キーワード： 温泉観光地（spa resort）・排除（exclusion）・近代（modern）・別府市（Beppu city）

温泉地域研究　第35号　19～ 26（2020）

＊川村学園女子大学（Kawamura Gakuen Woman’s University）
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察する研究が蓄積されてきた 6）。本岡は、戦
後期における日本の都市で展開した不法占拠
地区の全体像の把握を試み、戦後期の神戸市7）

や東京都 8）の不法占拠地区の消滅過程や社会
的および空間的な特性を明らかにしている。
　一方、近代における「排除」に関しては、
麻生による一連の論考がある。麻生は、人文
的景観のなかから「異なるもの」が排除に至
る物語が読み取れるとし、1930年代の奄美
大島で発生したカトリック排撃運動がどのよ
うに正当化されたのか考察している。そのな
かで、排撃されカトリック信者が島外に去っ
た後、教会などの建物は排除されることな
く、町役場などに転用されており、「異なる
もの」であるカトリックの排除が正当化され
ようとしていたことを明らかにしている 9）。
そして、この排撃運動は、国民国家としての
日本が形成されるなかで、本土の人間から
「異なるもの」との眼差しを向けられてきた
奄美大島の住民たちにとって、忠実な「日本
国民」となることに繋がると考えられていた
と指摘されている 10）。つまり、国民国家の
形成という大きな流れが、「異なるもの」の
排除を正当化させる役割を持っていたのであ
る。
　こうした本岡や麻生らの研究は、主に都市
部に立地する不法占拠地区の消滅過程や宗教
を背景とした排除過程に注目したものであ
る。近代は、東京や大阪などの大都市だけで
はなく、各地方都市においても地元有力者や
民間企業を中心とした都市開発が積極的に実
施されていた。つまり、地方都市においても
大都市と同様の「異なるもの」の排除が実行
されていたのではないだろうか。
　また、外部からのイメージによって発展が
大きく左右される観光産業を基盤とした地域
において、「異なるもの」がどのように排除
されたのか明らかにする必要もあるだろう。
一般的に観光産業の成長には、観光客に快適
な空間を提供することが必要不可欠である。
そのため、観光地においても「異なるもの」

の積極的な排除が実行された可能性が高いだ
ろう。つまり、近代の観光地を対象とするこ
とで、先行研究で分析対象とされた大都市と
は異なる特徴をもった排除の過程を明らかに
することができるのではないだろうか。
　以上の点を踏まえて、本研究は、大正時代
に大分県別府市（以下、別府）で発生した的
ヶ浜事件を事例に、温泉観光地における「異
なるもの」の排除とその背景を、主に新聞記
事を資料として明らかにする。

２　近代別府の温泉観光地化
　別府は年間約900万人の観光客が訪れる、
日本を代表する温泉観光地である。別府が、
こうした巨大な温泉観光地に発展できた大き
な要因の1つは、豊富な温泉資源を背景とし
た積極的な観光開発が進められたからであ
る。この観光開発は、近代から開始され、大
阪商船による瀬戸内海航路の拡充がその先駆
けであった。1871（明治4）年に瀬戸内海の
海上交通網の構築と温泉観光客の誘致を目的
とした別府港が整備され、大阪開商社汽船に
よる大阪－別府間航路の開設（1873年）を皮
切りに、多くの船会社が設立された 11）。そ
のため、価格競争が激化したことで、住友家
の広瀬宰平によって企業合同が実施され、
1884（明治17）年に大阪商船会社（以下、大
阪商船）が創立された。大阪商船は、1897（明
治30）年に別府出張所を開設し、1900（明治
33）年に出張所が支店に昇格すると、別府は
瀬戸内海航路の拠点となった。
　1880年代、日本鉄道の成功を皮切りに全
国で私鉄企業の勃興がおこり、全国各地で鉄
道路線網の拡充が進んだ。別府においては、
官鉄別府駅が1911（明治44）年に開業し、
北部九州や山陽方面からの観光客の来訪が促
進された。これに危機感を抱いた大阪商船
は、鉄道交通に対抗するために、大型客船の
導入を決め、1912（大正元）年から大阪－別
府間航路に紅丸が就航した。紅丸は、全長
73m、約1400tの当時としては非常に大き
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な客船であった。その後も、大阪商船は大阪
－別府間航路に次々と大型客船を就航させ、
別府港も大阪商船専用の桟橋を整備し、大型
客船の接岸も可能とした 12）。以上のような
陸海路による交通網の拡充によって、別府の
観光業は、宿泊施設数と宿泊延人数ともに増
加した。
　宿泊施設数の増加について詳しくみると、
木賃宿の割合が減少し、旅籠が増加している
ことがわかる（図1）。このことは、概ね1週
間以上滞在する湯治客が主に利用していた木
賃宿が減少し、1週間以内の短期滞在者が主
に利用する旅籠が増加していることを示して
おり、長期滞在型旅行から短期滞在型旅行へ
需要が大きく変化したことを示している。そ
の結果、短期滞在者向けの娯楽施設や歓楽街
が形成され、それまでの静かな湯治場として
の雰囲気から、歓楽的な温泉観光地へと転換
された 13）。この転換は、様々な旅行案内書
や紀行文でも記載され、歓楽地としての別府
イメージは高度経済成長期まで続いていくこ
とになる。
　以上が、近代別府における温泉観光業の発
展の概要である。大阪商船の瀬戸内海航路の
拡充によって、多くの短期滞在の観光客が別

府を訪れていたことがわかる。このような輝
かしい発展期を迎えた別府において、中央政
府をも巻き込む事件が発生したのであった。

３　的ヶ浜事件の発生
（1）的ヶ浜集落の概要
　別府町有地と南石垣村の安部辰次の私有地
にまたがる位置に小さな的ヶ浜集落があった
（図2）。この集落には、1922（大正11）年3
月25日時点で、19戸の家屋に22世帯約60
人が居住していた 14）。このなかには、子供
も数人含まれており、内務省の発表による
と、子供たちは、昼は屑拾いで日銭を稼ぎ、
夜は街路に出て物乞いをするとともに窃盗や
空き巣などの違法行為を繰り返していた、と
される 15）。集落民は、竹細工業を公然と営
んでいるが、実態は2、3世帯を除いて「浮浪
者」とされていた。この「浮浪者のなかには
乞食や山窩なども含まれ」ており、1900年
頃より別府警察署によって注意が払われてい
た 16）。
　また、集落民のなかに「乞食や山窩（サン
カ）がいた」ことから、集落民の顔ぶれは固
定的ではなく、流動的であったと言われてい
る 17）。そのため、集落を構成する家屋のつ

図1　別府における旅館数及び宿泊者数の推移（1912年～ 1926年）
（注）中山（2015）より引用。
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くりも藁や竹を材料とした掘立小屋のような
簡素なもので、大きさは間口2間（約3.6m）
奥行1間（約1.8m）の小屋や3間（約5.4m）
四方の小屋であった 18）。集落内には井戸が1
つあるが、この井戸を使用する者はわずか
で、多くは付近の小川を生活用水としてい
た。集落内の衛生状況は極めて悪く、1920
（大正9）年には集落内でコレラ患者が発生し
ており、1922（大正11）年時点で「4人のハ
ンセン病患者が居住していた」とされる 19）。
（2）的ヶ浜事件の発生
　1922（大正11）年3月25日、的ヶ浜集落
が焼打ちされる的ヶ浜事件が発生した。この
焼打ち事件に際し、内務省は、立ち退きが完
了したために集落を焼却したとの見解を発表
した。実際、前述のように別府警察署は、治
安面と衛生面から的ヶ浜集落を警戒してお
り、別府警察署長が各警察官に対して訓示を
述べ、警察官に現地調査と立ち退きの説得を
命じていた。また、こうした別府警察署の対
応の背景には、別府町の町有地が不法に占有

され、的ヶ浜集落が立地していたため、別府
町から別府警察署に集落の立ち退きに関する
相談が寄せられていたこともあったと考えら
れる 20）。
　的ヶ浜集落の立ち退きは、3月25日に別
府警察署員7名によって実行された。まずは、
別府町有地を不法占拠している集落民（病気
の者を除く）たちに対する立ち退き及び住居
としている小屋の解体の説得を試みることか
ら始まった。その結果、説得を受けた集落民
は、住居としている小屋を解体し、焼却処分
した。その後、他の集落民の立ち退きと残存
している小屋の解体を説得したが、本籍者や
妊婦が居たといった理由によって立ち退きは
延期となった。
　以上の立ち退きの流れは内務省によって発
表されたものである。しかし、報道機関によ
って報道された内容は異なっていた。4月7
日の『大阪時事新報』では、当時野党であっ
た憲政会の大分県支部の報告が掲載されてい
る。そこでは、別府警察署員らが的ヶ浜集落
に居住している「老若男女に向って直に此処
を立ち去るべしと言明し一方より火を放ち二
戸を焼失せしめし」と掲載されている 21）。そ
して、『大阪時事新報』の記事には、別府警
察署の弁明も記載されており、「別府町的ヶ
浜貧民部落の立退きに就いては予て注意を促
して居ったが更に其の効果なきを以て今回閑
院宮殿下の御来県を機として彼等を追払った
次第である・・・其の大部分は山窩であるか
ら焼払っても差支えはない」としている22）（図
3）。また、焼打ちの被害者側の陳述も記載
され、「突然に巡査六名が来て直に立ち去る
べしと言明し其終わるか終わらぬに一方から
火を放ち二戸を焼失せしめ夫れより鎌ナイフ
等を以て小屋を切壊し海岸に引出して焼却し
たと云う」と伝えている 23）。
　さらに、別府警察署は、焼打ちの被害者を
救済するために至心会を組織して寄付金を募
集した後、被害者を収容するための長屋住宅
の建設に着手した西法寺（浄土真宗）に対し

図2　大正期別府の的ヶ浜周辺
（注）別府市街地図附近名所温泉案内（1929年）より
作成。
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て圧力を加え、西法寺は救済計画を断念する
に至ったとされる 24）。こうした事象は、大
分県の地元新聞社においても報道されてい
る。『豊州新報』は3月26日の紙面で、「25
日午前10時より巡査10数名大挙して同部落
を襲い、60余名を追い払い、掘立小屋20
戸を悉く火を放ちて焼き払い云々」と報道し
た 25）。
　このような各社による報道を見てもわかる
ように、内務省が発表した内容とは異なる事
象が報道されている。居住者が、警察署員に
よる立ち退きの説得に応じたとされる内務省
の説明とは異なり、警察署員による強制的な
立ち退きの後に、集落を焼き払ったという記
事であった。そして、この焼打ち事件の背景
には、『大阪時事新報』で指摘されているよ
うに皇族・閑院宮載仁の大分来訪があったと
された。
（3）的ヶ浜事件の背景
　1922（大正11）年4月7日に大分市で開催
される日本赤十字大分県支部総会に、日本赤
十字総裁として閑院宮載仁が出席することが
決定されていた。閑院宮載仁は、海路で別府

に入り、視察を終えた後、亀の井旅館に宿泊
し、別府駅より日豊本線を利用して大分市に
移動する日程であった。的ヶ浜集落は、別府
湾を往来する客船から見えるため、仮に閑院
宮載仁の別府視察に含まれてはいなかったと
しても、的ヶ浜に立地する集落の存在が、大
分県や別府市にとって「好ましくない」もの
であったと推察できる。こうした背景から、
別府警察署が強行的に的ヶ浜集落を焼打ちし
たと考えられる。
　的ヶ浜集落の焼打ち事件が発生する1カ月
前の1922（大正11）年3月に全国水平社が結
成され、被差別部落への差別解消と地位向上
を目指す運動が全国的に拡大した。そのた
め、的ヶ浜事件は、一地方の小さな事件とし
て収束せず、人権意識の高まりやハンセン病
患者、山窩などへの差別意識を背景とした被
害者への同情を惹き起こしながら、新聞メ
ディアを通じて全国へと波及していった。そ
して、事態は、中央政府が介入するほどの大
きな事件へと発展した。
　焼打ち事件の拡大は、事件の批判対象が変
化したことにある。焼打ち事件は、当初は貧

図3　的ヶ浜事件を伝える新聞記事（『大阪時事新報』1922.4.7 ）
（注）神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫 社会事情（5-057）より引用。
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困に苦しむ民衆への同情論が大きかったが、
的ヶ浜集落に税金を納める公民が居住してい
たことが判明すると、警察権力が不当に公民
の居住地を奪ったことに批判が集めるように
なった 26）。さらに、この問題は、国政の場
にまで持ち込まれ、憲政会が内閣や内務大臣
に対して厳しい責任追及を始めたのであっ
た。そして、内務省は事件の詳細を調査した
後、立ち退きが完了したために集落を焼却し
たとの公式見解を発表し、事態の収拾を図っ
た。

４　むすび
（1）的ヶ浜事件へのまなざしの変遷
　的ヶ浜事件は、大分市での公務のために日
豊本線を利用する皇族・閑院宮載仁の目に触
れないように「ハンセン病患者や山窩が暮ら
す」とされた的ヶ浜集落を焼き打ちした事件
として、事件の後天皇制イデオロギーと差別
問題の関連性が強調されてきた 27）。つまり、
長年、的ヶ浜事件によって焼打ちされた地域
は、「被差別部落」であるとされてきたので
ある。しかし、1980年代後半以降、この地
域は「サンカ乞食」と呼ばれた人々の集落で
はないかと指摘されるようになり、この視点
からの先行研究も蓄積され始めた 28）。
　そのなかで、藤野は、「すなわち、閑院宮
来訪を間近にひかえた別府警察署は、この機
にハンセン病患者の取り締まりを徹底させる
べく的ヶ浜の住民の一掃をはかった。したが
って、それは、通常の『サンカ狩』の形態に
とどまらず、住居を焼き払うという行為をと
もなった。住居を焼き払うということは、住
民を二度とその場に立ち戻らせないためであ
り、また消毒のためでもあった」と述べてい
る 29）。皇族の来訪を控える別府は、「癩予防
ニ関スル件」の制定過程において、感染症と
認識されていたハンセン病の対策として的ヶ
浜集落の焼打ちを実行した。そして、皇族の
来訪と焼打ち事件が結びつけられることを避
けたい内務省や別府警察署は、ハンセン病対

策であることを前面に押し出すことはせず
に、この事件の収束を図った。つまり、皇族
の来訪をきっかけとして、国民国家の形成の
なかで周縁に位置付けられようとしていたハ
ンセン病患者の排除が進められたのである。
　しかし、このことが明るみにでると、その
批判の矛先が皇族に向く可能性もあった。国
民国家の形成を担う内務省や警察にとって
は、そうした事態は是が非でも避けなければ
ならないものであった。そのため、ハンセン
病対策として立ち退きが実行されたことは隠
蔽され、的ヶ浜事件は、あくまでも、温泉観
光地別府の発展を、衛生面・治安面で阻害す
ると考えられた「好ましくない」存在を排除
した事件として処理された。
　的ヶ浜事件は、公権力によって、観光都市
別府にとって「好ましくない」存在が隠蔽さ
れた事件である。不特定多数の人々の出入り
が多い別府は、多様な身分階層や特徴をもつ
人々が集まっていた。そのなかには、温泉観
光地として発展を進めていた別府にとって
は、「好ましくない」存在もあった。ここで
取り上げた的ヶ浜集落も、別府にとっては
「好ましくない」存在であった。別府警察署
のなかには、皇族の訪問を前に的ヶ浜集落を
「処理」したいという思惑があったが、事件
の発生による新聞報道で、かえって世間の耳
目を集めてしまう結果となった。
（2）温泉観光地のイメージと隠蔽
　大阪商船による瀬戸内海航路の拡充を基盤
とし、温泉観光地としての発展の歩みを加速
させようとしていたところでの的ヶ浜事件の
発生は、別府にとって小さくない影響を与え
たと考えられる。第三者からのイメージの良
し悪しが、観光地としての将来を左右してい
る以上、通常の都市に比べて、「好ましくな
い」存在の排除を巧妙に秘匿しながら実践し
ようとする指向が強い可能性も否定できない
だろう。
　一般的に不法占拠地区は、都市の不便な場
所にあること、居住環境が劣悪であること、
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経済的に貧困の状況に置かれた人々あるいは
社会的に排除された社会集団が暮らしていた
ことが特徴とされている 30）。こうした特徴
からみると、的ヶ浜集落は、観光客が消費活
動を楽しみ、別府町民が暮らす市街地と隔絶
している空間のような印象を受けるが、実際
は、市街地と的ヶ浜集落は離れておらず、集
落に住む人々のなかには、市街地と集落を往
来する者もいた。また、的ヶ浜集落が立地し
ていた海岸部は、大正期において海岸埋立が
進展した地区に隣接しており、都市の不便な
場所とは言えない。つまり、一般的な不法占
拠地区とは異なる特徴を持ち合わせた集落で
あると言えるだろう。その一方で、別府町民
が暮らし、外部からの観光客の往来がある市
街地から近接していることが、別府警察署の
集落に対する警戒心を強め、強制的な排除が
実行されたと考えられる。
　最後に、本稿で残された課題を明示した
い。的ヶ浜集落が解体された後の土地利用を
明らかにしなくてはならない。公権力が強制
力を行使して解体された「好ましくない」存
在としての的ヶ浜集落の跡地がどのように利
用されたのかを分析することで、公権力が集
落を解体した意図や地域住民の集落への考え
方などを把握することができるだろう 31）。
つまり、一概に排除といってもその内実は受
容や転用などを伴う場合もあり、こうした地
域の実情によって異なる排除の内実を明らか
にしていくことが今後必要となるだろう。ま
た、的ヶ浜事件が当時の別府観光においてど
のような影響を与えたのかという点も重要な
論点であろう。内務省が詳細を発表するほど
に大きな出来事となった的ヶ浜事件は、観光
客からどのように認識され、彼らの観光行動
にどのような影響を与えたのだろうか。近代
における温泉観光地別府の形成を明らかにす
る上で、必要な視点ではないだろうか。

付記
　本稿は、2018年度に大阪市立大学に提出

した博士論文の第3章の一部を加筆修正した
ものです。
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１　はじめに
　アルプス山脈の高峻で起伏に富んだ地形や
夏季の快適な気候は、身体機能、とりわけ呼
吸の刺激による血液循環の促進や造血作用、
自律神経の調整などに効能があることから、
スイスの著名な山岳観光地は、高地療養地に
起源を有する 1）（図1）。
　本稿は、スイスアルプスの温泉療養地と医
療的高地療養地の形成について、社会情勢の

変化と高地療養施設の構造を明らかにする。
　研究方法は、Geneviève Heller2）、Isabelle 
Rucki3）、Yvonne Schmid4）の文献を分析す
るとともに、文献の記述内容を検証するため
夏季は2016年8月、冬季は2017年12月と
2019年12月に現地調査を実施した。主な調
査地は、サンモリッツ、ダヴォス、バートラ
ガーツ、グリンデルバルト、リギカルトバー
トである。

スイスアルプスの高地療養地の形成
Development of Highland Sanatorium in Swiss Alps

池 永　正 人＊
Masahito IKENAGA

キーワード： 高地療養地（highland sanatorium）・温泉療養地（hot spring health resort）・ 
医療的高地療養地（medical highland health resort）・スイスアルプス（Swiss Alps）

温泉地域研究　第35号　27～ 34（2020）

＊長崎国際大学（Nagasaki International University）

図1　スイスの主要な都市と高地療養地（2020年）
（注）筆者作成。
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２　温泉療養地の形成
（1）湯治客の来訪
　19世紀のスイスでは、病気や虚弱体質の
健康上の理由で温泉療養地や医療的高地療養
地を訪れる人々は、主要な団体旅行の行楽客
と同様に見なされた。湯治客の温泉療養ある
いは飲泉療養は、異郷の地への旅行や逗留に
よる必要な行為として古くから知られた健康
療法と認識されていた。スイスにおける温泉
入浴は、古代ローマ帝国の支配下におかれた
紀元58年以降にローマ人がもたらしたとさ
れ、中世のスイス建国（1201年）以来継続し
て発展してきた。また、入浴法は当時から常
に談話、遊戯、運動を取り入れた分別のある
治癒を意図するものであった。このことは、
ジュヌヴィェーヴ＝ヘラー（Geneviève Heller）
の著書『秩序の中で綺麗に－住宅と家庭生活
1850～ 1930：ヴォーの例』（"Propre en 
ordre": habitation et vie domestique 
1850-1930 : l'exemple Vaudois, Editions 
d'en bas, 1979, Paris）に、次のように記さ
れている。

　「温泉地は特別な癒やしのリゾートであり、
フランスのミディ、レマン湖畔、アルプスの
山地など気候条件のもとに良質なリゾートが
形成され、上品で高貴な人々が頻繁に訪れて
いた。当時の温泉地には、著名人や富裕層の
顧客が療養と娯楽のために来訪した。」

　多くの場合、それはまさに湯治場の療養客
であり、浴場の周囲の風景美に気づき、治癒
にとらわれない保養休暇を第一に考えた最初
の入浴客であった。その事例地は、スイス南
東部グラウビュンデン州（Kanton Graubünden）
エンガディーン（Engadin）地方のシュクオ
ール（Scuol）のバートタラスプ（Bad Tarasp）
と、サンモリッツ（St.Moritz）のサンモリッ
ツバートをあげることができる。バートタラ
スプにおいて、1860年頃にエンガディーン
地方で最初のホテルコロッセ（Hotelkolosse）

が開業した。それは、本格的な豪華ホテルの
先駆をなす2軒の建造物であった。その壮大
で標準的な設備は、ホテルの規範の先触れで
あり、エンガディーン地方や他の場所におい
て独立した浴場を備えた豪華ホテルの外観が
現在も維持されている。
　バートタラスプとサンモリッツバートは、
交通不便な立地条件ゆえに訪問客が少なかっ
たが、1860年以降ようやく国際的な人気温
泉地として認知されるようになった。19世
紀後半から20世紀初頭は、アルプス地方に
おける峠越え道路の整備と鉄道路線の開通が
進展した。それ以前は、スイスのドイツ語圏
の良好に開発された平地に居住する人々は、
さしあたりバーデン（Baden）、シンツナッ
ハ（Schinznach）、プァファーズ（Pfafers）
へ保養に出かけた。とりわけ、最初に宿泊施
設と入浴施設が整備されたシンツナッハと
プァファーズは、かなり古い時期の18世紀
までに、すでに簡易な宿とトイレ・浴室など
衛生設備を保養客に提供する温泉療養地とし
ての固有の社会基盤が整っていた。
（2）温泉療養施設の建設
　1800年以降、ドイツのバーデンバーデン
（Baden-Baden）、チェコのカルロヴィ・ヴァ
リ（Karlovy Vary、ドイツ語：カールスバ
ートKarlsbad）やマリャーンスケーラーズ
ニェ（Mariánské Lázně、ドイツ語：マリ
エンバートMarienbad）のような国際的に
人気の温泉地において、快適で優雅な滞在経
験の療養客による評判が広まった。療養客の
体験にもとづく改善内容が、スイスの比較的
小さな温泉地にも取り入れられるようになっ
た。保養地設計の著名なスイスの建築家が招
聘され、土木監督者を雇用して本格的な温泉
療養施設がはじめて考案されたのである。
　1824～ 1827年に、チューリヒの建築家
ハンス＝コンラート＝シュタットラー
（Hans Conrad Stadler）が、同時代の人が
描写した擬古主義の環状構造によるシンツナ
ッハ浴場の施設を修復した。それはとても美
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しい建物であるが、新しい浴場であった（図
2）。この建物は半円で堅牢に築かれ、主要
構造部に取り付けられた両翼の建物へは2つ
の連絡通路でつながっていた。また、施設内
には温泉浴場のコミュニケーション通路があ
り、屋外の道路と直結していた。建物は平屋
建て2列の30の丸天井であり、とても明る
い浴場を備えており、建物上部の空間には、
両翼に通じる階段が取り付けられていた。こ

の施設には36室が備えられ、浴場へはどち
らを通っても明かりで照らされた通路で誘導
される。中央には広々とした飲泉場があり、
そこからは休息に使用する円柱で支えられた
バルコニーに通じる。すべての部屋は、どれ
も美しい装飾を施し、贅沢な調度品を備え、
そして付近を流れるライン川源流のアーレ川
（Aare）沿いの魅力的な眺望が楽しめる。部
屋は広さが異なり、なかには使用人の小部屋
を備えたものもあった。
　バートシンツナッハの半円形の公衆浴場
は、早くも数年後にはほかの公衆浴場計画の
完璧な典型になった。1840年にザンクトガ
レンの建築家フェリックス＝ウィルヘルム＝
キュプリー（Felix Wilhelm Kubly）は、
チューリヒのレオンハルト＝ツォイクヘア
ー（Leonhard Zeugheer）を招聘し、グラウ
ビュンデン州バートラガーツ（Bad Ragaz）
に温泉療養施設を設計した（図3）。
　キュプリーは理想を追求する建築家であ
り、環状建築のモチーフを再現している。
キュプリーの設計についての評価は、総じて
研究者ベンノ＝シュービガー（Benno Schubiger）
の都市計画の構想に近いとされている。しか
し、キュプリーの理想的な設計が現実のもの
になったのは、一部分のみとされている。さ
らなる設計段階に関しては、チューリヒに最
初の連邦工業専門学校を創立したドイツの建
築学教授ゴットフリート＝ゼンパー（Gottfried 
Semper）のもとに、ほかの建築家が呼ばれ
て施工することになった。とは言え、浴場建
築家として輝かしい成果を収めたキュプリー
は、バートタラスプとサンモリッツバートの
療養施設（図4）を建設するとともに、アルプ
ス地方における豪華な宿泊施設の建築も実現
させ、20世紀初頭以降に活躍した人物であ
った。

【鳥瞰図】

【見取図】

図2　バートシンツナッハの温泉療養施設
　　　　（1827年）
（注） Isabelle Rucki, “Das Hotel in den Alpen”,  

S.24-25より引用。
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（3）温泉療養地の形成
　温泉地を旅行することの重要性は、19世
紀に増大する保養施設の建設に明確に反映さ
れている。産業革命による工業化社会の到来
によって、以前は明白な足跡がなく交通不便
な人里離れたアルプス地方の温泉地に、人々

が頻繁に訪れるようになった。そこには、宮
殿でもなく工場あるいは都市住宅でもない大
型の保養施設が建てられ、旅行客を受け入れ
る温泉療養地が形成されることになった。
　一方、19世紀の大型保養施設は、国際的
にも採用できる建築物の模範になっていたこ
とから、本や雑誌に掲載された歴史的・現代
的建築物の多様な挿絵で、広く世間に紹介さ
れた。また、この時期の建築家は、地域モデ
ルの指針が無い状況で機能的・現代的なホテ
ル建設を設計するようになったのである（写
真1、写真2）。

図3　 バートラガーツの温泉療養施設の設計図 
（1861年）

（注） Isabelle Rucki, “Das Hotel in den Alpen”,  
S.27より引用。

図4　サンモリッツバート温泉療養施設
（注） Heilbad St.Moritzの展示資料を筆者撮影。  

2016年8月25日。

写真1　現在のバートラガーツ温泉療養施設
（注）筆者撮影。2016年8月23日。

写真2　現在のサンモリッツバートの
温泉医療施設

（注）筆者撮影。2016年8月25日。
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３　医療的高地療養地の形成
（1）結核患者の来訪
　医療的高地療養は、温泉療養に比べて新し
い療養法であり、それは何よりも肺結核を撲
滅するのに効果がある。工業化社会が進展す
る19世紀のヨーロッパにおいて、文明病と
称された結核が蔓延するようになり、それに
対する医療行為は無力な状態にあった。この
病気の主な原因は、非衛生的な居住・労働環
境、慢性アルコール中毒、栄養不十分な食餌
など、大都市の劣悪な生活環境が明示してお
り、産業革命がもたらした不幸な社会現象で
ある。劣悪な生活環境は人体を衰弱させ、細
菌やウイルスなどの病原体に感染して病気を
起こしやすくする。結核菌に対しても同様で
ある。1920年代にBCGワクチン（カルメッ
ト =ゲラン菌Bacillus Calmette-Guérin、
フランスの細菌学者A. CalmetteとC. Guérin
が発見、通称ビーシージ）が発見され、第二
次世界大戦中に初めて広く使用されたこのワ
クチンは、結核治療に効果を発揮した。ワク
チンの投与と併用して、病気の進行を遅らせ
るため、あるいは完全に阻止するために、衛
生学の食養生法にかなった療養が行われた。
それは、衰弱した身体機能を回復させる抵抗
力を自然に身につける当時期待された療養法
であった。
　新しい療養法の需要は、またたく間にヨー
ロッパ中に広まり、罹患した何千人もの結核
患者の治療に用いられた。それは、致命的な
病気に用意された医療行為であるが、期限を
定めずに、患者の残りの人生を有意義に過ご
すための療養地訪問であった。19世紀の山
地あるいは海辺におけるこのような療養地滞
在は、長期間の滞在費用を要したため特権階
級の富裕層に限られており、しかも、総じて
結核・心身症等の長期療養を必要とする患者
の療養所であるサナトリウム（Sanatorium）、
設備の整った高級宿泊施設のグランドホテル
（Grand Hotel）においてのみ療養効果があ
ったとされている。そして、民衆のサナトリ

ウムに対する社会的需要の高まりは、若干の
早期例外を除けば1880年頃からである。ち
なみに、サナトリウムの語源は、従来の結核
治療施設のサニタリウム（Sanitarium）と区
別するため、「治る」を意味する「sano」に置
き換えた造語である。
　1865年には、グラウビュンデン州ダヴォ
ス（Davos）に最初の冬季療養客が訪れた（写
真3）。ダヴォスの河谷の適度に乾燥した気
候は、肺結核の治療にとても有効であること
が初めての医学的所見に書かれている。
1869年にダヴォスに定住していた医師アレ
キサンダー＝シュペングラー（Alexander 
Spengler）は、肺結核の治療に効果がある療
養地としてのダヴォス地方について注目すべ
き論文を発表した。医師シュペングラーの医
療行為は、同時にダヴォスを訪れていたオラ
ンダ人ヤン＝ヴィレム＝ホルスベア（Jan 
Willem Holsboer）の商才と結びついて、ダ
ヴォスをわずかな年数のうちに世界に知られ
る高地療養地に変容させた。

写真3　ダヴォスの集落の発展
（注） Yvonne Schmid, ”Davos”：eine Geschichte 

für sich, S.25, 46より引用。
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（2）ダヴォスにおけるサナトリウムの建設
と療養生活

　サナトリウムの建設以前に結核を患った療
養客は、簡易な療養所や小規模なホテル、個
人施設に滞在中、医療検診のないことを気に
していなかった。そのため1870年代までの
ダヴォスの集落は、勾配屋根をもつ伝統的建
造物によって特徴づけられていた。1880年
代になると、機能性に優れ、多くの療養客を
収容できる平屋根のサナトリウムが建設され
るようになり、ダヴォスの集落景観は療養地
としての新たな風情が感じられるようになっ
た。
　1889年にドイツ人医師カール＝ツルバー
ン（Karl Turban）が、ダヴォスに屋外安静
療養法を導入したことで、隔離施設における
結核治療の大衆化が進展した。それは建築構
造において、従来の出入り自由な別棟形式か
ら衛生的な大型建造物への転換を意味した。
すなわち、療養に最適な日当たりの良い場所
に、日光浴の個別テラスや寝椅子共用テラス
（写真4）、清潔な居室や食堂などの設備が整
った平屋根の近代的サナトリウム建設への転
換であった。
　高地療養施設における健康回復に期待され
たことは、清潔な空気と快適な気候を取り入
れた完全衛生の療養生活であった。とりわけ
富裕層にとっては、たとえ療養生活であって
も分相応の品位を保つ生活環境が求められ

た。こうした20世紀への過渡期には、療養
施設サナトリウムの機能と宿泊施設ホテルの
贅沢な調度品による室内装飾の豪華なサナト
リウムが誕生したのである。なお、調度品は
照明、ベッド、テーブル、椅子、タンス、食
器、カーテンなどである。
　当時のサナトリウムの療養生活について
は、ドイツ人作家のトーマス＝マン（Thomas 
Mann）の短編小説『トリスタン（Tristan）』
（1903年）と長編小説『魔の山（Der Zauberberg）』
（1924年）の題材に取り入れられた。『魔の
山』は、1912年にトーマス＝マンがダヴォ
スのサナトリウムで心身症療養の夫人カタリ
ーナの見舞いをした際に、小説の題材を思い
ついたとされている。
　療養生活の描写を『トリスタン』に見ると、
「ここは囲い地。白くてまっすぐ延びたサナ
トリウムは、岩屋、緑陰のトンネル、小さな
別棟を備えた広い庭園の中央に長く伸びた母
屋と樹皮で装丁されたユニークな小さな側棟
があり、そのスレート屋根の背後にはモミの
樹木、ほどよく柔和に侵食された山嶺があ
る。」の表現がある。
（3）ダヴォスのサナトリウム・シャッツア
ルプ（1899～ 1900年）

　トーマス＝マンが短編小説『トリスタン』
で叙述しているように、グラウビュンデン州
の高級療養所の著名な事例としては、ダヴォ
スのシャッツアルプ（Schatzalp）の豪華なサ
ナトリウムがある。そのサナトリウム・シャ
ッツアルプは、ヨーロッパ初の鉄筋コンクリ
ートで設計された療養施設である。この模範
的な建物は20世紀への過渡期に建築され、
機能性と美観の両方に優れていることから建
築学的・歴史学的な価値が認められている。
確かに多様な観点からも19世紀末期ホテル
建築の観念の影響を受けた1900年頃のサナ
トリウムの形態ではあるが、それは同時に衛
生的・機能的な近代建築様式の典型である。
　新しい医療行為のため、建築主は人里離れ
た場所を選んでサナトリウムを新築した。そ

写真4　寝椅子共用テラスの療養客（1898年）
（注） Yvonne Schmid, ”Davos”：eine Geschichte 

für sich, S.65より引用。
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こがダヴォス集落背後の日向傾斜地のシャッ
ツアルプである（写真5）。ここで裕福な患者
が、下方の離れた集落で元気に暮らす資力の
劣る住民から離れて療養した。外部との連絡
は近代的ケーブルカーによって確保され、必
要な時にはシャッツアルプから集落中心地へ
下って行くことができる。
　チューリヒの建築家プレグハート
（Pfleghard）とヘーフェリ（Haefeli）は、
1899年にサナトリウムの計画を依頼され、
建設に適したコンパクトな用地としてシャッ
ツアルプを選定した。5階建て平屋根建築は
南を向き、その両端の翼に似た低い建物に共
有の臥床療法室が備えられている。個室のバ
ルコニーはミツバチの巣のように河谷に面し
てはり付いており、一様に揃っている。治療
するための付属施設として開放された臥床療
法室を除き、建物の形態はコンパクトにまと
まっている（写真6、写真7）。
　サナトリウム・シャッツアルプの外観は、
バートタラスプとサンモリッツバートの後期
擬古典主義的な療養所を想起させる。その内
部構造は、中央のロビーが、東側の建物の一
部にある調理場や食堂とともに、西側の翼の
ような建物にある医療部門と区別されてい
る。ここでは建物の正面と背面、すなわち南
向きに談話室や個人用ベランダを配置し、北
向きに質の劣る部屋を備えた客室の建築構造

は、すでに早い時期のホテル建築に同様にみ
られる。これに関連して、すでに1874年に
ホテルの標準的個人用居間の数量が左右され
ていることは、エドワード =ギュイア
（Eduard Guyer）の次に引用する言葉から
証明できる。
　「寝室に比べて個人用居間の数はどのくら
い必要なのかは、ホテルの顧客に左右され
る。そこで、ホテルは長期間滞在する多くの
既知の家族客を対象に多くの居間を用意し
た。」

写真5　集落背後のシャッツアルプ
（注）筆者撮影。2016年8月28日。

写真6　 ダヴォスのサナトリウム・シャッツ 
アルプ（1909年）

（注） Isabelle Rucki, “Das Hotel in den Alpen”,  
S.30, 31より引用。

写真7　 現在のベルクホテル・シャッツアルプ 
（標高1860m）
（注）筆者撮影。2019年12月23日。
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　サナトリウム・シャッツアルプの南側部屋
の半分は、このような特権階級の顧客用ホテ
ルのバルコニーに類似した個別バルコニーを
備えた。ほかの患者に対しては、建物の端に
ある共同の寝椅子広間を療養場所にした。そ
して、連続する休憩設備を配置した階段状の
正面は、1900年にサナトリウム建築におい
て初めて採用された規格であった。
　サナトリウム・シャッツアルプに滞在する
患者は、自由に使える優雅な家具調度品を備
えた広間や居間、個室で極めて快適に過ごす
ことができた。しかし、危険なほこりのかた
まりを回避するために、室内装飾に必要な豪
華なじゅうたんやカーテンを欠いた。その対
応として、広間にはパステルカラーのユーゲ
ントスティール絵画、外壁にはスグラフィッ
ト絵画が描写された。また、木材・セメント
の平屋根、床暖房、温水供給は、1870年代
からダヴォスの療養施設の一般的な構成要素
として欠かせなかった。このような伝統と近
代化の融合は、シャッツアルプ・サナトリウ
ムの特徴といえる。
　なお、結核患者の療養施設であったサナト
リウム・シャッツアルプは、現在は名称をベ
ルクホテル・シャッツアルプに改めて観光客
の宿泊施設として利用されている。

４　むすび
　本稿は、スイスアルプスの温泉療養地と医
療的高地療養地の形成について、当時の社会
情勢と療養施設の構造に視点を当て明らかに
した。
　スイスアルプスの高地療養地は、19世紀
の産業革命によるヨーロッパ諸国の工業化社
会の到来が、都市における特権階級の資産家
を生み、彼らの病気療養と観光を兼ねた旅行
地として形成されたといえる。この観光形態
を今風にいえばメディカルツーリズム、ヘル
スツーリズムといった言葉が該当する。
　スイスの著名な山岳観光地を訪れると、集
落の中心地に伝統的建築様式の豪華ホテルが

立地していることに気づく。これは往時の富
裕層が療養生活において、分相応の品位を保
つ生活環境を求めたことによるものである。
　そして、観光立国を標榜するスイスの観光
発展は、温泉療養と山地の自然環境を活用し
た医療的高地療養に起源があるといえる。

注・参考文献
 1） 池永正人（2014）：「スイスアルプスの自然
環境保全と多様なアクティビティ」『地理空
間』第7巻第2号，169-184頁。

 2） Geneviève Heller, "Propre en ordre": 
habitation et vie domestique 1850-1930: 
l'exemple Vaudois, Editions d'en bas, 
1979, Paris.

 3） Isabelle Rucki, “Das Hotel in den Alpen”：
Die Geschichete der Oberengadiner 
Hotelarchitektur ab 1860, hier + jetzt, 
2012, 320 S.

 4） Yvonne Schmid, ”Davos”：eine Geschichte 
für sich, Historischer Stadtbegleiter 13.-
21. Jahrhundert, Desetina, 2012, 216 S.
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１　影響・対応等調査の目的について
　新型コロナウイルス感染（COVID-19）問
題は、日本では2020年1月半ばから顕在化
し、2月27日の首相による「学校一斉臨時休
校」要請以降、社会生活に大きな影響を及ぼ
すようになった。そして海外からの入国制限
（拒否）措置や、4月7日に7都府県に、同月
16日に全国へ拡大した緊急事態宣言発令を
受け、インバウンド消滅に加えて国内移動・
旅行の自粛が広がり、4月上旬以降GW連休
期間を含んで5月いっぱいから一部は6月初
旬にかけて、多くの宿・施設が休業・休館・
営業短縮などを余儀なくされていく。
　これにより新型コロナウイルス感染問題は
観光・旅行分野ならびに温泉地（宿・施設）
にこれまでになく深刻・甚大な影響を与え
た。しかもそれは現在進行形であり、今後の
見通しも立っていない。
　これまで温泉地の直面するさまざまな課題
と向き合ってきた日本温泉地域学会にとっ
て、温泉関係者すべてが直面してきたこの間
の事態・推移を具体的に把握し、温泉地（宿・
施設・団体）の側がどのように対応をせまら
れ、苦悩し、対処してきたのかをきちんと集
約して記録に残し、共通の課題として共有す
ることは当学会の責務でもあると考える。

２　調査の方法と報告の集約
　上記の目的のため、6月初めに常務理事会
（オフライン）に諮って全国の温泉地への影
響・対応等調査に学会として取り組むこと、
集約結果を学会誌にて報告する旨の了承をと
りつけた。調査の方法として、「新型コロナ
ウイルス感染問題が温泉地・宿・施設に及ぼ
した影響と対応」という記入表（次頁以降掲
載の表）を作成し、学会からの調査協力要請

文とともに郵送またはメール添付にて当学会
会員である全国の温泉地関係者（宿・施設・
温泉組合・団体）に発送、報告を依頼した。
　さらに、それだけでは地域的な偏りや報告
数に限りがあって全国状況を把握できないた
め、会員外の各温泉地・宿・施設とコンタク
トできる会員たちを通じて、調査協力をお願
いした。なかには感染対策を講じながら地元
の温泉地に出向き、直接ヒアリングを行うこ
ともあった（写真）。なお、報告をお願いす
る際、学会誌掲載では個別の宿や施設名を
「Ａ旅館」「Ｂ温泉施設」といったように記号
で表示することをあらかじめ伝えている。
　こうして郵送やメール添付で全国の温泉地
や会員から集まった報告を集約し、表や文章
にまとめる作業は石川理夫が担当した。

３　影響・対応等報告について
（1）報告（記入表）の集約状況
　全国の温泉地関係者に影響・状況報告を依
頼したのは6月10日以降である。大半の温
泉地で長い休業・営業自粛期間を終えて一斉
に営業再開を始めていた時期にあたり、この

報　告
新型コロナウイルス感染問題が温泉地（宿・施設・団体）に

及ぼした影響・対応等についての状況調査の報告
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写真　静岡市梅ケ島温泉でのヒアリング
（注）赤池勇治会員提供。
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表1　　新型コロナウイルス感染問題が温泉地・宿・施設に及ぼした影響と対応

都道府県 温泉名／
宿・施設 影響・対応 国や自治体の

支援策の利用
今後の取り組み・

意見等

北海道 妹背牛温泉
町営施設

緊急事態宣言を受けて5月2日～ 6日まで臨時
休館。4月27日～ 5月1日・5月7日～ 23日営
業時間短縮（夜20時まで）。3月～ 6月宴会・
宿泊すべてゼロ。マスク着用・アルコールを何
カ所も設置。微酸性次亜塩素酸水や強アルカリ
イオン電解水などで消毒

持続化給付金を申請し、1
週間以内で交付

一日でも早く収束してほし
い。経営難でとても厳しい
!!今までと同じ営業状態ま
でなかなかたどりつけない

北海道

開拓ふくろ
ふ乃湯
（日帰り温
泉施設）

例年12月～ 5月連休まで冬季休業しているが、
2月の北海道独自の緊急事態宣言とその後の状
況を受け、冬季休業明けの営業に向けて準備す
ることを断念。さらに特措法による休業要請に
関連して、売上げが見込める5月連休中の営業
もできないこと、小さな施設で「密」にならな
いようにするのが難しく、一人で営業している
状態ではこまめな消毒作業が難しいことその他
の理由で無期限休業を決定

5月中に休業要請協力金を
申請（7月8日時点で振込
無し）。元々利益率が極端
に低く、6月以降に営業を
再開しても採算に合う見込
みがないことから個人事業
主向けの持続化給付金は未
申請。同じ理由で貸付も検
討せず。施設のある町や、
加盟する北海道温泉協会、
管轄保健所からもコロナ関
連での連絡も支援策もな
い。旅館でも銭湯でもない
日帰り温泉には業界団体が
なく、こうした時に自助努
力で何とかするしかないこ
とを実感

個人経営で施設（建物・設
備）は所有しているが、コ
ロナ禍でも地代の支払が発
生。施設を手放し、地権者
との契約を解除、温泉施設
の経営から完全に身を引く
ことになりました。実質の
廃業です

青森県 浅虫温泉
Ａホテル

当館は会社組織の大規模温泉ホテルで、県内外
から来客し、海外からの客も多いが、4月13日
から6月27日まで休業した。営業再開後は、
脱衣場・浴室の換気を行い、消毒液設置・従業
員のマスク着用・客へもマスク着用をお願い
し、体温測定も行っている。密にならないよう
に入館制限も行っている

休業補償制度ならびに給付
金への申請を行った

浅虫温泉郷全体が沈み込ん
でいる。インバウンド客の
回復が不安。インバウンド
客の割合が高い施設への早
急な支援策の実施と、コロ
ナウイルス対抗ワクチン等
の開発を願う

青森県 下風呂温泉
Ａ旅館

4月1日から5月31日まで休業。再開後の客足
は鈍い。元々、首都圏などから温泉の良さを求
めて客が来ていたが、東京や愛知などから少し
ずつ来客がある。コロナ対策としては、消毒液
の設置・従業員のマスク着用・体温測定・脱衣
場の換気のほか、密にならないように管理して
いる。食事は部屋出し、もしくはお膳・テーブ
ルの距離を保つ

休業補償制度と、個人経営
なので最大100万円の持続
化給付金への申請などを行
った

首都圏からの客が多いの
で、対策が急務。発熱客へ
の対応が難しい。予防接種
等の早急な開発が望まれる

青森県
湯野川温泉
公共温泉施
設

地域住民・周辺都市部住民と観光客が訪れる公
共の日帰り温泉施設で、4月1日から5月31日
まで2か月間休業した。再開後の来客は少ない。
対策としては密にならないように入場管理。従
業員や客へのマスク着用はとくにしていない

観光シーズンを迎えても訪
問客は極端に少ない。都市
部からの観光客の出足が鈍
いのが原因と思われる

青森県
東北温泉Ａ
宿泊・日帰
り温泉施設

地域及び周辺都市部住民の日帰り温泉入浴利用
が圧倒的に多いので、休業はしなかった。遠来
からを含めて宿泊はゼロになった。日帰り客は
固定客。消毒液設置・従業員のマスク着用はし
ているが、客へのマスク要請はしていない。脱
衣場浴室の換気と密にならないよう入場管理

経営形態は株式会社で、持
続化給付金等を受け取る

今後の課題として、日帰り
温泉施設への保証金確保、
県などの宿泊5千円補助事
業の枠拡大を早期実現して
ほしい
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青森県 焼山温泉
Ａ温泉民宿

地域・周辺都市部住民の日帰り入浴が中心。4
月28日から5月6日まで休業。再開後の客足は
少ない。密にならないよう管理し、注意書きを
玄関に掲示しているが、コロナ対策はとくにし
ていない

休業補償制度を申込み、受
給している。家族経営なの
で従業員等の経費負担がな
い

コロナ感染対策の手法につ
いて、民宿などの小宿はど
うすればよいかノウハウが
届かない

青森県 古遠部温泉
Ａ旅館

周辺地域住民の入浴利用が中心だが、県外・遠
方よりの来客も多いので、4月29日から5月6
日まで休業。開業後はぼちぼち県外から来始め
ている。消毒液・マスク着用・体温測定・換気
など実施。浴室が狭いので5人程度と人数制限

県の休業要請に応じた協力
金を受給した

利用者にコロナ感染防止対
策をいかにスムーズに行う
かが課題。しばらく耐えて
がんばるしかない

青森県 新屋温泉
公衆浴場

周辺地域住民の日帰り入浴利用が中心。土日は
県外客が多い。休業はせず、緊急事態宣言を受
けて4月24日、県外客の入湯を遠慮願う掲示。
手作りマスクを番台で販売。緊急事態宣言解除
後も「ご遠慮」の文書掲示（5月16日）。密にな
らないよう管理

申込みはしていない 宣言の前も後も、客足は地
域住民でいつもどおりであ
る

青森県

高増温泉
A温泉公衆
浴場
（板柳町）

周辺地域住民主体の、常連固定客が多い日帰り
温泉浴場なので、休業はしなかった。密になら
ないよう入場制限はしている。玄関に注意書き
掲示

申請していない 地域外から来るお客様に不
安を抱く

青森県
すもも沢温
泉公衆浴場
（七戸町）

地域住民の憩いの場なので、休業はしていな
い。とくにコロナ対策はしていないが、客が脱
衣場の換気などを励行している

申請していない 浴室の管理、清潔度には特
段の注意を払っている

秋田県 乳頭温泉郷
Ａ旅館

緊急事態宣言が全国に拡大発令後の4月18日
より休業、6月1日より再開。飛沫感染を防ぐ
ためのソーシャルディスタンスとマスク着用の
徹底。接触感染を防ぐための高頻度接触面の消
毒と手洗いの励行。感染を拡げないため健康状
態の確認

雇用調整助成金の申請、休
業協力金の申請を行った

一日も早い収束を願います

秋田県 夏瀬温泉
Ａ旅館

4月18日から5月31日まで休業。「新しい生活
様式に基づく宿泊業ガイドライン」を実施し、
6月1日より営業再開。ソーシャルディスタン
スの確保とマスク着用・空間除菌、ハイタッチ
サーフェスの消毒・手洗い徹底、感染拡大を予
防する健康管理と行動記録の3つの基本を徹底

休業期間中も止めずに湧出
する豊富な湯量の温泉水を
持ち帰って自宅で楽しんで
もらおうと、テイクアウト
専用の蛇口を設置した

山形県 山形県温泉
協会

緊急事態発令を受け、温泉地によって差はある
が、県内殆どの温泉施設が4月上旬から6月10
日頃まで前代未聞の長期休業を余儀なくされ
た。本県では4月上旬に初めての感染者が出る
や、日を追う毎に増えた。旅館などが一斉休業
に入った後も営業を続けていた数カ所の共同浴
場から「入浴者が増えているが、狭い脱衣場・
浴室における特別な注意事項はないか」問合せ
が数件寄せられた。早速、保健所と相談し、換
気の方法・割合、備品の消毒頻度、入浴休憩の
中止など指導を受けた項目をまとめて会員に周
知した

会員宿・施設の一斉休業事
態を受けて、会費の大幅減
額など協会も大きな影響を
受け、持続化給付金の申請
を行った

山形県旅館ホテル生活衛生
同業組合では各温泉組合長
を招集し、実際の旅館を使
用して「宿泊施設における
新型コロナウィルス対応ガ
イドライン」に則った講習
会実施。県では各自治体
共、観光事業の中心的役割
を担う温泉施設に対する援
助がかなり大きいことはあ
りがたい。県内温泉地の共
同浴場には休業しない所が
あり、近隣他県から温泉に
入りに行きたいという問合
せが多数あったが、その地
域の共同浴場であり、当分
の間利用は遠慮願いたいと
丁寧に説明している
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山形県 蔵王温泉
Ａ旅館

4月～ 6月5日まで休業。6月も原則金・土日
営業に。入館時に非接触タイプ体温計で検温・
アルコールで手指消毒・マスク着用の要請、入
浴人数の制限（脱衣籠の数を減らす）。食事は個
室で

県と山形市より休業協力金
を受け取る。事業継続化給
付金を受給。雇用調整助成
金を申請中

長い休業期間中に社員のモ
チベーションが落ちないよ
うに月・水・金のペースで
研修会を開催した

山形県 蔵王温泉
Ｂ旅館

2月下旬の連休過ぎに台湾からのスキー団体客
ほかインバウンド客が全部キャンセルに。3月
に入り何十年来毎年利用いただいている連泊の
団体も全部キャンセルになって3月の売上げ前
年比60％減となった。4月8日より5月31日ま
で休館。6月1日より営業再開したが来客数少
なく、社員の半数を6月30日まで休ませている。
入館時非接触タイプ体温計で検温、手の消毒を
お願いし、共同トイレ・客室前に消毒液を置く。
食事は一緒にならないように個室を用意

県と山形市より協力金を受
け取る。持続化給付金を申
請し、受給。雇用調整助成
金も4月分申請中。無利子
無担保の借入金も利用

感染者数は少なくなってき
たが油断は出来ない。旅館
業は泊まってもらえないと
収入がゼロ。維持費が大き
いだけに資金がたちまち底
をつきます。今まで余り声
を大きく出してこなかった
温泉について考えなけれ
ば、と思います

山形県 赤湯温泉
Aホテル

２月末の首相会見以降、３月の歓送迎会、４月
の総会の予約がほとんどキャンセルに。４月に
なってさらに悪化し、緊急事態も発令されたた
め、４月15日から5月21日まで休業した。5
月22日より営業再開。スタッフの検温、館内
にアルコール消毒液設置、客には館内移動時に
はマスクをお願いしている

社労士と相談の上、雇用調
整助成金の申請を検討して
いる。緊急雇用安定助成金
に関しては、4月・5月の
ものを申請済みでパートに
も休業手当を払っている。
持続化給付金を受け取りつ
つ、コロナの制度融資も受
けている

今のところ旅館を開けない
ほうがいいくらいの客足だ
が、Go To トラベルキャ
ンペーンには期待している

山形県
肘折温泉旅
館組合及び
A旅館

当初、4月17日から5月10日まで肘折温泉旅
館組合として全旅館休業。さらに５月20日ま
で休業を延長した。一部旅館はまだ不安だとし
て、独自に5月いっぱい、一番遅いところで6
月4日まで休業した所も。当館は５月21日か
ら営業再開したが、県知事の要請に従い、5月
いっぱいは県内客のみの受入れ。6月1日から
は県間をまたぐ移動の自粛が解除され、県外か
らの受け入れを始めた。悩んだのは首都圏から
の受け入れで、6月19日に全面解除でも「慎重
に」受け入れをという姿勢も示されたので、旅
館組合としての方針・判断は示さず、各旅館の
判断に任せた。組合全体も当館も「新型コロナ
ウイルス感染症の予防・拡散防止対策」を示し、
HPにも掲載し、対応

持続化給付金を申請し受
領。雇用調整助成金をとり
あえず5月分申請した。県
からは、山形県緊急経営改
善支援金として休業要請に
応じた旅館等に個人10万
円・法人20万円支給。大
蔵村からは、経営維持支援
金として旅館・商店に一律
20万円、旅館にはさらに
平成30年度の入湯税の半
額を基準に、支給された。
また、旅館組合と商店組合
に当面の運営費とPR活動
経費として各500万支給

大蔵村独自、山形県独自の
キャンペーンも始まり、
徐々にお客様がお越しにな
っている状況。「県民泊ま
って応援キャンペーン」を
6月1日から実施。10,000
円以上の宿泊で、5,000円
割引くクーポン発行。「県
民お出かけキャンペーン」
で1,000円で2,000円の買
い物ができるクーポン発
行。「肘折に行こう村民応
援事業　頑張る肘折！応援
キャンペーン」として、大
蔵村民限定で先着500人
に、9,000円以上の宿泊で
5,000円割引きのキャンペ
ーンを実施中

山形県 羽根沢温泉
A旅館

宿泊キャンセルは2月から出ていた。緊急事態
宣言発令を受け、4月8日から5月10日まで営
業自粛（日帰り入浴は5月末まで）。11日より
宿の営業再開したが、客は見込めず、部屋の掃
除・拭き取り等通常よりも3割増しの労力が必
要。来客に対しては手指消毒やマスク対応をお
願いしている。

国の持続化給付金受領。県
及び鮭川村の支援事業「法
人20万円」を羽根沢温泉の
3つの旅館が受けて凌いで
いる

6月8日から鮭川村の応援
事業で「県内在住者、宿泊
最大5000円補助」で少し
客足が戻りつつある。県境
をまたぐ移動についてはと
くに関東圏が厳しいので回
復はまだ先になるのでは。
来年開湯百年事業を検討し
ており、どれだけ元に戻れ
るか。旅館施設の老朽化も
あり、今後続けていくのも
厳しさがある
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宮城県 鳴子温泉郷
A旅館

緊急事態宣言発令を受け、4月5日からメンテ
ナンス休業を延長して５月31日まで臨時休業。
６月１日より営業再開。入館時に非接触型の体
温計で検温実施、手の消毒要請。できる限りの
マスク着用依頼。各浴室には消毒液常備、客室
には空間除菌装置常備。食事処は普段よりスペ
ースを空けて利用

国の助成金：持続化補助金
受給。雇用調整助成金申請
予定。宮城県の助成金：
GWの休業補償受給。日本
国民金融公庫につなぎ資金
融資実行済（4月上旬）

４月後半からみやぎ女将の
会で3000円増しのみやぎ
エール券事業参加。５月上
旬から大崎市予算の鳴子温
泉郷プレミアム宿泊券事業
参加。６月末で約800万円
の前売りを確定。ただし、
この売上ペースだと年末に
は資金ショートの可能性が

宮城県 鎌先温泉
A旅館

4月8日～ 5月16日まで休業した。4月の売上
は対前年比90％減。5月の売上は対前年比55
％減。スタッフはマスク着用、出社時の消毒と
検温を実施。お客さまも手の消毒・検温をして
いる。ロビーの混み具合によってはチェックイ
ンは客室に直行し、精算も客室でお願いしてい
る

4月・5月の休業に伴い、
雇用調整助成金を申請し
た。地銀・商工中金・日本
政策金融公庫それぞれから
運転資金を調達済み

休業中、スタッフと個人面
談をしてメンタルケアと、
会社の方針を説明しまし
た。個室料亭での食事がお
客さまの安心安全につなが
っています

福島県 岳温泉旅館
協同組合

緊急事態宣言発令を受け、4月11日から観光協
会窓口を臨時休業。各旅館・施設においても休
業が相次いだ。5月14日の緊急事態宣言解除の
発表を受け、観光協会窓口の業務再開。６月か
らほぼ全ての旅館・施設にて営業再開。
受付窓口にアクリル板の設置、アルコール消毒
の設置で手指の消毒要請。スタッフは常にマス
クの着用、お客様にも館内ではマスク着用をお
願いしている

県の持続化給付金、二本松
市経営持続化支援金の対象
業種に向け、申請方法を案
内。手続きを援助し、後に
交付された

福島県民限定宿泊割引など
の助成事業により、各施設
にも活気が戻りつつある。
今後も引き続き新型コロナ
ウイルス感染症拡大予防に
努めながら、国の「Go To
キャンペーン」等の支援事
業により岳温泉への観光客
数増加を期待したい

福島県 高湯温泉
観光協会

共同浴場は4月19日～ 5月17日休業。宿は4
月17日、19日頃から5月6日、13日～ 31日
頃まで休業。徐々にキャンセルが出始めてきた
が、志村けん氏の死亡によって一気に予約が取
り消された。やがてキャンセルどころか予約が
全く入らなくなった。温泉施設は運転資金が底
をつき、一般金融機関から借入金をした施設が
出始めた。行政はキャンセル数を毎週出すよう
にと資料用の数字を求めるも、旅館への対応は
後手後手に。提出した資料は、「～ 2月28日キ
ャンセル人数97人、内外国人16人。コロナの
影響90％」。行政の旅館への問い合わせは「外
国人が宿泊しているか？」。「3月3日～ 3月10
日キャンセル数302人、内外国人0人。コロナ
の影響100％」。このような悠長な調査を行政
はしていたが、旅館はすでに先の予約がまった
く無い状態でキャンセル人数は意味がなくなっ
た

現金収入が無くなり資金繰
りが苦しい。銀行の貸付金
は金利が高い。辛抱すれば
支援はあるのか？などと切
実な声。最初に有利子の銀
行から融資を受けて、あと
で無利子の貸付金に借り換
えしたが、すでに数千万円
単位での借金をほぼすべて
の旅館が受けている。無利
子でもいずれは返さなくて
はならない金であり、運転
資金という利益を生まない
借金に不満と不安がある。
持続化給付金や休業補償な
ど旅館にとっては焼け石に
水。5000円の宿泊クーポ
ンや1000円の買い物券な
どの支援策が講じられた
が、行政のやった感があり
ありで手続きも不備

当温泉地は県外客が8割だ
ったが、休業旅館がすべて
稼働した6月1日は宿泊者
の半分が県内客。しかし東
京都の自粛解除の6月19
日以降は一気に県外宿泊者
は80％を超した。しかし
団体客は皆無。大型旅館の
バスツアー時期にもかかわ
らず苦戦。個人客で毎日客
室を埋めれるわけもなく大
変厳しい。ただコロナ前の
人手不足で苦労していたの
で、どの旅館も苦しくても
従業員は手放さないでい
た。風通しの良い露天風呂
が多いためか、やっと宿泊
が戻り始めてきているが、
何かあったらたちまち宿泊
客は居なくなるであろうか
ら、先の見通しは全くたた
ない
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栃木県 塩原温泉郷
A旅館

3月迄はほぼ前年並みだが、4月10日以降、予
約が急減、県の休業要請を受け、4月28日から
5月7日迄全館休館とした。前後して次亜塩素
酸水による消毒、アルコールを館内の各地に配
置するなどの対応をとった

市の休業協力金、県の休業
協力金、雇用調整助成金、
持続化給付金を受給。ま
た、那須塩原市が市民が市
の宿泊施設を利用する際に
利用出来るリフレッシュキ
ャンペーンに参加したりし
た

雇用調整補助金を利用し、
完全雇用を継続。暇な時間
を訓練や裏庭の整備等に費
やした。時間を有効利用
し、「温泉むすめ」を塩原
温泉一体になって進め、6
月20日に塩原八弥ちゃん
のお披露目イベント開催予
定。航空会社にコロナで待
機中の客室乗務員によるマ
ナー教室実施を申し入れ、
もしかすると実現しそう
（塩原温泉として実施予定）

群馬県 草津温泉
Aホテル

今回緊急事態にあたって「お客様の安全安心を
最優先とした運営」を基本方針に定めた。首都
圏の緊急事態宣言発令を受け当初3日間営業休
止（4月6日 -8日）、その後しばらく営業を続け
ていたが、4月18日からの群馬県緊急事態宣言
を受け4月20日より5月31日まで臨時休業。
群馬県の宿泊業への休業要請は4月29日から5
月6日だったが、当館の客の80％以上は首都圏
のため状況を注視しつつ休業延長した。5月29
日の東京都の緊急事態要請緩和「ステップ2へ
の移行が6月1日」を受けて6月1日より営業再
開。しかし都県をまたぐ移動制限の解除が不確
実だったため県内のお客様向けに金・土日の週
末のみ営業。首都圏からの県境をまたいだ移動
が可となるのを受けて通常営業再開は7月1日
を予定。売上前年対比は3月▲55％、4月▲95
％、5月▲100％、6月見込み▲75％

①雇用調整助成金：4月以
降の休業期間は賃金の90
％を従業員に支給。解雇は
行っていない。4月及び5
月についてはすでに雇用調
整助成金を申請した。4月
分については約2週間後に
着金。②固定資産税：延納
を申請している。③消費
税：延納を申請している。
④融資：1）日本政策金融
公庫の特別貸付、2）商工
中金による危機対応融資、
3）地銀（メインバンク）に
よる危機関連保証、のそれ
ぞれ実質無利子無担保。申
請後約1か月後に着金。⑤
国、県の持続化給付金申
請。約3週間後に着金

密回避のためバイキングス
タイルをセットメニュー提
供方式に変更。結果収容数
は半減近くなり、今後の収
支に不安。県は「愛郷ぐん
まキャンペーン」実施。集
客数は増えているが、割引
額（5000円）を立て替えね
ばならず、宿も内＠1000
円を負担。資金繰りに影響
あり。実質無利子無担保の
融資は当面の資金繰りに有
効でも、中期的には返済額
が上昇し経営に大きな負
担。金融機関に今後の返済
計画の見直し要請を検討
中。日本経済復活のために
政府には今回の一連の資金
繰り支援策は「融資」でな
く「給付」とする大英断が
ほしい

茨城県
霞ヶ浦温泉
Ａ温泉供給
会社

温泉スタンドと足湯、温泉宅配（ホテル2軒・
老健施設3軒）事業を行っている。コロナ以降、
外出自粛で、老健施設は立ち入れず、ホテルは
客が来ないので2月頃から注文が無く、90％以
上の減収に

会社としてそのほかの事業
とともに給付金申請し、認
められた

「ステイハウス」への宅配、
コロナ明けを想定した「温
泉お試し」を行ったが、成
果は未だ。温泉を活かして
の街おこしも考えている

東京都 式根島観光
協会

新島村自粛発表（4/6）を受け、宿泊事業者は全
て休業。観光協会は一人体制や時短を行い、営
業継続。新島村のステップ2（6/8）になり、自
粛一部解除（宿泊先の予約が出来た方のみ来島
可）となったが、ほとんどの宿泊事業者の営業
は再開されず。新島村ステップ3（6/22）になり、
制限がより緩和され数か所の宿で営業再開（た
だし、フルオープンではなく、大幅に客数や提
供部屋を減らしての再開）。7月より新島村ス
テップが全て解除される方向となり、今後どの
程度影響があるか心配

新島村より、宿泊事業者・
商店・飲食店・ダイビング
などに対して、30万円の
支援金が配布された

式根島の温泉施設は、自粛
要請が出てから、ステップ
2（6/8）まで閉鎖されてい
たが、徐々に露天温泉から
再開され、現段階では人数
制限こそあるが、全ての温
泉の入浴が出来るようにな
った
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神奈川県 湯河原温泉
A旅館

緊急事態宣言発令を控えた4月５日から臨時休
業。５月25日、神奈川県のコロナウイルス感
染症に係る緊急事態宣言の解除を受け、６月
11日より営業再開。従業員の手洗いと消毒の
徹底。お客様の入館時に非接触型の体温計での
検温実施、手の消毒のお願い

休業中に従業員に雇用調整
助成金を申請した。県の休
業要請に応えたので新型コ
ロナ感染症拡大防止協力金
を申請した。経済産業省の
持続化給付金を申請して、
４日後に交付していただい
た

集客を期待してダイレクト
メールを送付しました

神奈川県 湯河原温泉
B旅館

３月中は宿泊客があったが、４月に入ると電話
を取るとキャンセルの電話ばかり。４月13日
～５月14日まで休館。５月15日より５月中は
金・土・日の週末のみ営業。６月より平日も営
業を再開。再開にあたり、①週末の予約受け数
も総部屋数の半分程度（10組程度）⓶食事処も
ほかのお客様と十分なスペースを確保したり、
お部屋食対応にした　日帰り入浴は当分の間休
みに

GW明けに持続化給付金を
申請、１０日ほど後に交付
された。また雇用調整助成
金の申請も４月以降行って
いる

コロナ禍は思いもよらず襲
い掛かってきました。この
ようなことが現実に起こる
んだ…と実感。休業中は、
部屋の畳替えをしたり、足
湯の灰汁洗いをしたり、喫
煙室を増設したりして過ご
しました。６月に入り営業
再開して、少しずつ客足が
戻ってきています

神奈川県
箱根湯本温
泉A温泉施
設

緊急事態宣言発令後も、平時より湯治目的で利
用されているお客様に向けて営業を続けてい
た。しかし箱根全町での来山自粛要請を受け、
４月29日より5月11日まで閉湯。５月12日よ
り湯治を目的とした少人数に限り時短で開湯
し、観光客へは自粛を要請。６月１日より営業
時間を通常に戻している。スタッフのマスク着
用。入館時、また金銭授受のあるレジにはアル
コール消毒液を設置し、手の消毒要請。ドアノ
ブやロッカーなど接触頻度の高い部分を中心に
アルコール噴霧を徹底。館内は大型窓が多く、
脱衣場を含め全開で風を吹き抜けさせている。
夏場は可能な限り冷房に頼らず、各所扇風機を
設置して換気に努める。休憩処など比較的お客
様が集まりやすい所には電解次亜塩素水による
空間除菌機を複数台設置

①休業を要請せざるを得な
かったスタッフに対し、休
業手当を100％支給し、雇
用調整助成金・緊急雇用安
定助成金を申請、交付され
た。②自粛要請下で来館者
数が大幅に減少したことを
受け、持続化給付金を申
請。③危機的状況下におい
て事業を継続する企業・事
業主に対し、新型コロナウ
ィルス感染予防に要する費
用の一部を箱根町が補助す
る「観光事業者等緊急支援
補助金」を申請

【サウナについて】6月1日
より通常の時間で営業を再
開していますが、一部の施
設はご利用を休止させてい
ただいています。なかで
も、窯風呂・蒸し湯（温泉
をスチーム状にしたサウ
ナ）、ドライサウナの再開
を要望される声は多いので
すが、安全性確保の面で対
応策に苦慮していました。
座面を間引いての利用人数
制限、飛沫防止のためにタ
オルを口にあてていただく
よう要請、定期的な換気を
実施することで、近日中の
開放を予定しています

神奈川県 姥子温泉A
温泉施設

当館は部屋貸し形式をとっているため、利用い
ただける方の数に制限がある。また、建物全体
に窓が多く、浴室も十分な換気ができるため、
休業することなく営業した。客の減少は見られ
たが、平時より湯治目的に来館される方が大半
のため、特別問題もなく開湯を続けている。ス
タッフのマスク着用、入館時のアルコール消毒
の要請、アルコールによる接触部の徹底消毒。
可能な限り窓を開け、風の通りをよくしてい
る。夏場も涼しい土地のため冷房に頼らず、引
き続き換気に努める

持続化給付金を申請。箱根
町が補助する「観光事業者
等緊急支援補助金」を申請

お客様が徐々に戻ってきて
いますが、完全回復までに
はまだ道のりは険しそうで
す。何より一日も早く平時
の状態に戻ってほしいと願
う反面、過度な集中を避け
るために来館を控えてもら
うようお客様に促さなけれ
ばならないという背反した
状況に未だ少なからず困惑
しています。いずれにせよ
後ろ向きにならず、今でき
ることに努めてまいります
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静岡県 熱海温泉
Ａホテル

緊急事態宣言発令を受け、4月8日から臨時休
業。5月25日の全国の緊急事態宣言解除を受け、
5月30日より営業再開。しかし現在平日の予約
は皆無で、金曜日から日曜日宿泊の週末のみ営
業状態。入館時に非接触タイプの体温計で検温
実施と簡単な問診票の書き込み、手の消毒をお
客様にお願いしている。風呂場以外の館内では
マスク着用をお願いしている。また他のお客様
と接触がない貸し切り風呂を改装中

休業中に従業員に雇用調整
助成金を申請したが、まだ
4月の入金もない（6月中旬
時点）。熱海市と静岡県の
休業要請に応えたので、休
業協力金を申請し既に交付
された。持続化給付金はま
だ入金がない（6月中旬時
点）

静岡県 熱海温泉
Ｂホテル

緊急事態宣言を受け、4月16日から6月末まで
集客が見込めないと判断し、臨時休業。雇用調
整助成金の延長、社会情勢を考慮し休業期間を
7月21日まで延長

臨時休業中はスタッフ全員
を休業とし、雇用調整助成
金を申請。また持続化給付
金、熱海市休業協力金も申
請している

営業再開に向けて7月16
日よりスタッフを出勤させ
コロナウイルス対策ガイド
ラインをもとに全オペレー
ションの改定、対策予定

静岡県 熱海温泉
Ｃホテル

緊急事態宣言発令をうけ、４月13日から５月
31日まで臨時休業。緊急事態宣言解除及び熱
海市からの休業要請が５月20日に解除された
ため、６月１日から営業再開。当館では日本旅
館協会等3団体の出している「宿泊施設におけ
る新型コロナウイルス対策ガイドライン」遵守
をもとに対策を行い、お客様を出迎えている状
態。従業員に関しても全員マスク着用、出勤時
の検温、1日の行動記録表の記録等を行ってい
る。集客は大幅減少、6月は10％に満たず、7
月以降も前年比10％～ 30％と過去に例をみな
い集客状況となっている。とはいえ、集客を強
化するより、来ていただけるお客様の安全を第
一に考え、販売客室数の調整、ブッフェ料理の
提供中止等の施策をとっている

熱海市の休業協力金、持続
化給付金、感染拡大防止協
力金、雇用調整助成金、等
の申請をしている

現状ではまともな営業はで
きない状況ですし、今後の
回復の兆しもいまだ見えな
い状況。一日でも早い収束
を願うと共に、こういった
観光地の経済対策、企業・
個人への国の支援策の強化
をしてもらいたい

静岡県 熱海温泉
Ａ旅館

緊急事態宣言発令をうけ、４月６日から５月
31日まで臨時休業。緊急事態宣言解除及び熱
海市からの休業要請が５月20日に解除された
ため、６月１日から営業を再開。当館ではコロ
ナウイルス対策ガイドラインを策定し、スタッ
フ全員がガイドラインのもとにお客様を出迎え
ている状態。スタッフは全員マスク着用、出勤
時の検温（非接触タイプ）、料理の提供を簡素
化、館内スリッパの共有防止、UV-C照射器を
用いた館内の殺菌作業など多岐に渡る対策を施
している。しかし、お客様が１日１組～２組ま
たはノーゲストの日も６月は多くある状態。売
上予測は６月が前年度の12％、７月が29％、
８月が20％とまだ復活とは程遠い

臨時休業中は、留守番１人
以外のスタッフを休業とし
て雇用調整助成金を申請し
た。また、長い休みを活用
しスタッフ全員の能力向上
を図り教育訓練を行うこと
で教育訓練助成金も申請す
る予定。また持続化給付金
や熱海市の休業協力金も申
請した

休業期間中は当館の顧客
に、温泉を自宅で楽しんで
ほしいという気持ちから、
希望者に温泉を無料で配布
した。（送料はお客様負担）

静岡県 熱海温泉
Ｂ旅館

熱海市からの休業要請を受け、5月21日まで休
業、翌日22日から営業再開。営業再開後はソ
ーシャルディスタンス・使用後の消毒・お客様
の体調管理・スタッフの体調管理を主にコロナ
対策を重視。新たに出された宿泊ガイドライン
に則り6月13日現在まで営業継続中

主なものとして雇用調整助
成金 /持続化給付金を申請
し休業中の運営に利用した

第2波・3波と今後の見通
しがつかない中、市民向け
に発行されるクーポンや県
内クーポンまたはGoToキ
ャンペーンでの宿泊割引を
利用されるお客様向けの貸
切温泉プラン等を打ち出し
たい

静岡県 熱海温泉
Ｃ旅館

緊急事態宣言を受け、4月20日～ 6月5日まで
全館休業。ガイドラインを策定し、それをもと
に6月6日より営業再開

雇用調整助成金を申請し、
持続化給付金および、市の
協力金を申請

今後は日々変わる状況に応
じてガイドラインのアップ
デートをしながら営業して
いく
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静岡県 梅ヶ島温泉
Ａ旅館

３月より徐々に新型コロナウイルスの影響を受
け、４，５月の売上は前年比３分の1以下。現在、
感染予防対策を実施。夕食時は個室食対応。受
入人数の制限

・借入：日本政策公庫
・給付：持続化給付金、休
業協力金（市）、エール静
岡観光事業支援金

・観光キャンペーンの利用
・常連客へのＤＭの実施
・第２波、第３波がきた場
合、経営が維持できるか不
安 "

静岡県 梅ヶ島温泉
Ｂ旅館

４月12日から４月30日までは自主休業。休業
要請を受け５月６日まで休業。５月７日から
14日まで自主休業。５月15日から営業再開。
館内の要所要所にアルコール消毒を設置。スタ
ッフはマスク着用

休業要請に対しての協力金
（市・県）／持続化給付金
（国）／エール静岡観光事
業支援金／日本政策金融公
庫からの借入（新型コロナ
ウイルス感染症対応）　　
　　　　　　

対応、対策をとり様々な状
況に合わせた商売を心がけ
たい

静岡県 梅ヶ島温泉
Ｃ旅館

静岡市からの休業要請に伴い４月27日～５月
６日までの期間、宴会場での宴会・会議を休止。
独自の感染予防対策のマニュアルを作成し、お
客様に安心して宿泊していただけるよう心掛け
ている

持続化給付金／静岡市の休
業要請協力金／静岡市エー
ル静岡市観光関連事業者支
援金／静岡市Go Toしずお
か商品券／静岡市温泉使用
料は終息するまで半額免除
／民間金融機関での無利
子・無担保制度を申請／現
在借入中の日本政策公庫の
返済を１年間猶予

第２、３波が懸念されてい
るが、もしも来た時に同様
な支援対策をしてくれるか
心配

静岡県
梅ヶ島新田
温泉市営温
泉施設

3月2日に市が発表した公共施設の休館等に関
する方針に基づき検討し、3月3日から3月31
日まで臨時休業。4月1日に対策を講じた上で
再開したが、4月7日に7都府県に対し緊急事
態宣言が発令されたことを受け、移動を抑制す
るため8日から再度臨時休業し、16日に緊急事
態宣言が全国に拡大したこと等から5月31日
まで継続。6月1日から入館時の検温、手指消毒、
入浴・食事以外でのマスク着用の徹底など３密
対策を強化して営業を再開。隣接する食堂にお
いても同様に実施

・隣接する食堂部門におい
て、市の休業要請に基づく
「新型コロナウイルス感染
拡大防止協力金」（静岡市）
一律 50万円を申請し、6
月11日に交付された
・国（中小企業庁）の持続化
給付金を申請し、5月 19
日に交付された（上限200
万円）
・市の観光促進施策（GoTo 
しずおか商品券）に、商品
券利用施設として参加した

休憩室のテーブルを減らし
たり、脱衣ロッカーを間引
いたりしているため今まで
通りの利用数を受け入れる
ことができないが、利用者
数の回復を図っていきたい

山梨県 下部温泉
Ａ旅館

3月上旬より宿泊客のキャンセルが相次ぐ。緊
急事態宣言発令により4月8日から新規宿泊お
客さま受入中止。ただし県要請の工事（隣町で
の工事）業者の受入はしていた。6月1日より金・
土・日のみ通常営業。手指消毒・カウンター飛
沫防止シート・持ってない客へのマスク配布を
実施。7月1日より通常営業（予定）。4月度売上・
集客とも昨年比90％減。5月度は95％減

休業中の従業員に雇用調整
助成金を申請、約1か月後
に入金。持続化給付金申請
後約1か月後に入金。山梨
県より3月にマスク20枚
配布。下部町より4月・5
月の2か月分の入湯税免除

山梨県として「緊急事態宣
言中は他県から来ないでほ
しい」と言っているが、旅
館に対して休業要請はな
い。協力金等を出す財力が
ないのはわかるが、熱海な
どでは市単位で協力金を出
している。行政の言ってい
ることと、やっていること
に矛盾を感じる

山梨県 岩下温泉
A旅館

4月・5月は完全休業。６月から温泉の営業を
開始したが、県内の顧客に限っている

従業員は一人だけであとは
家族経営なので雇用で困る
ことは無かった
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新潟県 赤倉温泉
Ａ旅館

緊急事態宣言が発令される前の４月１日より５
月31日まで休業。６月１日より営業再開。当
面は１日１組限定で営業。もともと全客室にハ
ンドソープとともに消毒液は置いていたが、玄
関にも設置。スタッフはマスクをつけて対応。
赤倉温泉観光協会としては各宿にマスク着用、
消毒剤の設置、エレベーターのボタンなど設備
の消毒を呼びかけ、HPでそのような指導をし
ていることを公開している

持続化給付金を申請中。新
潟県と妙高市の営業自粛の
協力金各々 10万円も申請
し、県からの協力金のみ入
金となった

新潟県はネットエージェン
ト予約に関して１万円以上
の宿泊に対しての客への
5000円還元し、妙高市と
して宿泊客に飲食店、土産
店で使える2000円券進呈
キャンペーンをしていま
す。コロナ収束後に赤倉温
泉の自然を楽しんでいただ
くためのノルディックウォ
ーキングを設定し、ツアー
のためのポールを購入しま
した

長野県 湯田中温泉
Ａ旅館

3月第二週より、新規予約が止まり、キャンセ
ルが増えた。正式に休業したのは緊急事態宣言
後。6月1日より１日当たりの販売部屋数を４
部屋に限定して営業再開。国と長野県から出た
受け入れガイドラインを参考に、館内にアルコ
ール消毒および除菌スプレー、マスクの着用な
どを徹底

休業中に持続化給付金を申
請、5月中に入金

まずは安心安全の確保をで
すので、ワクチン開発の成
功と接種が行われることを
祈っています。今月（6月）
から再開しましたが、お客
さんよりもこちらのほうが
ピリピリしているような状
態。緊急事態宣言終了後か
ら２週間たつ今週末、関東
の方の他府県への移動が自
由化される来週末が一つの
区切りと予想

長野県 浅間温泉Ａ
公共温泉宿

4月19日から6月26日まで臨時休業。３密対
策実施後6月27日よりリフレッシュオープン。
問診実施。消毒キッドをロビー・風呂等各所に
配置。ロビーのソファー・テーブルを向き合っ
て座れないような形に配置換え。レストランも
密にならないよう配置換え

松本市のプレミアム商品
券。７月１日から８月１日
まで県民応援割クーポン対
象宿

６月、７月の県のキャンペ
ーンでも利用者、予約者は
増えていない。補助額の大
きい１万以上の宿に流れて
いるのではないか。土産や
飲食で１万円を超すように
してくれるお客もいるが、
キャンペーンの恩恵は感じ
られていないのが現状

長野県
浅間温泉Ａ
日帰り温泉
施設

4月17日から５月15日まで臨時休業。開業後
の入場制限は実施していない。消毒用アルコー
ルを玄関・トイレ・休憩所・風呂等各所に配置。
「お休み処」の利用時間等利用制限実施。浴室エ
リアの換気を心掛け、窓は開け放し。HPで営
業方針についてお知らせ実施。マスク着用お願
い実施。バスタオルのレンタルを止めた。お客
は現在（７月初め）は７、８割まで戻ってきて
いる

持続化給付金30万円のみ。
松本市の助成金は宿泊施設
が対象で日帰り温泉事業者
には何もない

電気代、水道料、燃料費、
固定資産税など固定費用に
対する補助免除をお願いし
たい
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長野県 別所温泉
Ａ旅館

3月4日にリニューアルオープンしたところに
コロナで4月28日から5月28日まで臨時休業。
昨年の台風19号の影響で落ち込んだところに
コロナで大打撃。財産区（外湯管理者）の要請
で旅館宿泊者の外湯利用を遠慮いただいている
（外湯３か所は宿泊客の利用制限中）。当館独自
のコロナ対策推進宣言をアピール。問診表記
入、マスク、うがい、手の消毒のお願い。スタ
ッフの感染症対策を図や絵で紹介掲示。更に
HPやユーチューブで対策状況を紹介。３密対
策としてビュッフェスタイルの中止。32部屋
あるうち16部屋を宿泊に使用。残りの空部屋
を使い夕食の部屋出し実施中。７月からは32
室に戻す予定

国・県の助成のほか上田市
の休業補償金は収容人員１
人当たり7500円。当館で
は100万程度。雇用調整助
成金で従業員数42名の給
与補填。県民キャンペーン
宿泊者１名5000円補助で
利用者増加、７月の予約は
前年度並みまで回復。商工
会議所仲介で国の政策金融
公庫の活用。別所温泉のク
ラウドファンディング630
万円。5月8日付、上田市
長宛市内５旅館組合長連名
で救済陳情。内容は菅平高
原、別所温泉、鹿教湯温泉
ほか２温泉地の予約状況等
の現状を示した上で、温泉
金融財務関係、税金や負担
金免除や補助関係、経済政
策・協力体制整備の項目を
上げて要望を細かく提示。
実行いただけるものと期待
している

今回の改修で食事会場を各
テーブルごとの簡易な仕切
り、外窓前面に景色を見な
がら食事ができるテーブル
を設けたこと、団体バス利
用減による運転乗務員専用
部屋を廃止し、食事部屋出
し内装豪華特別サービス付
のシングルルームに改装、
外国人タトゥー対応に家族
風呂を新設したこと等が結
果的にコロナ対策となる改
築となったことが救い。金
利もコロナ対策の改築とし
て優遇されている。地元住
民への誘客が重要であるこ
と。各種行政支援について
は早めの検討と申請がカギ

長野県 戸倉上山田
温泉Ａ旅館

4月１日から５月31日臨時休業。学校の合宿利
用客が多い施設であり、昨年の台風19号の被
害で、スポーツ施設の復旧が進んでおらず、客
が落ち込んだところにコロナで休館。大学生の
合宿は戻りつつあるが高校以下は全く予約な
し。宿泊制限はしていない。客が多くないから
結果的に３密は回避。風呂場は特に換気に配慮
している。客から接客に対しマスクは失礼との
声があったが職員はマスク着用、逆に客にマス
ク着用のお願いはしていない。バイキング形式
は取っていない。23部屋全部を使用

千曲市の補助金は定員125
名以上が一律100万、それ
以下が50万円。厚労省の
給与補償従業員数 16名。
県民キャンペーン宿泊者１
名5000円補助に加え、千
曲市民3000円補助，ただ
し６月で終了してしまう。
市の観光局との打ち合わせ
予定あり。市民向けの補助
を続けてほしい旨の要望が
主だが具体的な陳情内容は
ただいま作成中。クラウド
ファンディングは声もかけ
られているが公的には行っ
ていない

クーポンの成果があまり見
えてこない。客はお得感覚
のある普段高くてあまり泊
まれない有名温泉地の旅館
を優先に利用しているので
はないか。３密を避けると
いうことで地域の意見要望
を集約する機会（会合）が
少なく、具体的な行動に至
っていない

長野県 山田温泉
Ａ旅館

緊急事態宣言発令を受け、4月15日から臨時休
業。６月12日より営業再開。入館時に問診、
検温していない。レストランでは10人以上に
ならないようテーブルを空ける。ハーフバイキ
ング中止。32部屋あるうちの18部屋を使用。
７月には24室まで戻す予定。ロビーのソファ
ー・テーブルを対面しないように配置換え。玄
関にコロナ対策実施中のお知らせ掲示。各所に
手の消毒剤配置。６月、７月の県のキャンペー
ンで予約が増えているがこれが終わる冬期が心
配。インバウンド期待できない

国の持続化給付金200万、
県30万、高山村50万のほ
か雇用調整助成金９月末ま
で、休業手当補填（従業員
数27名）。県民キャンペー
ン宿泊者１名5000円補助。
固定資産税来年４月支払い
の免除

今は助成金等でやっていけ
るが来季が非常に心配。電
気代、水道料、燃料費、固
定資産税など固定費用に対
する補助減免要望。宿泊に
使用する部屋の数を減らし
た分収入が落ちる。宿泊代
を上げるわけにいかないの
で、売店・喫茶等での付帯
収入で客単価アップの新た
な方策を検討中（新商品独
自開発補助金活用）。コロ
ナ対策費用の借入金減額の
ように、過去の借入金の金
利に対しても配慮いただき
たく銀行にお願いしたい
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長野県
松代温泉Ａ
公共温泉宿
（長野市）

指定管理施設なので市が「感染地域」となった
４月14日から5月6日まで全館休業に。6月7
日以降も休業継続、6月1日より営業再開。日
帰り入浴は改修工事のため休館、宿泊のみ営業
再開。「長野県コロナウィルス感染対応ガイド
ブック（宿泊施設用）」を参考に対応を実施。チ
ェクイン時に非接触タイプの体温計で検温、健
康チェックリストの記入、住所の確認を実施、
手の消毒・マスク着用をお願い。密にならない
ようにお風呂の入場・利用制限・レストラン席
の配置、食事の提供の仕方を工夫（バイキング
の中止）

4・５月の休業中、雇用調
整助成金を受けて従業員に
賃金90％を支給。ほかに
申請できる案件については
本社で対応。県の復興割制
度・県支えあい宿泊クーポ
ンなどで宿泊にお越しいた
だけるようなプラン作りを
行っている

休業中、今まで行わなかっ
たお弁当の配達・販売を実
施。日帰り大浴場の改修工
事終了まで実施予定。安
全・安心に施設の利用をし
ていただけるように、日々
の清掃、消毒の徹底、スタ
ッフ全員の健康管理の実施
に努めます。今後の状況変
化により、長野市・本社と
協議しながら対策を実施い
たします

長野県
白骨温泉
Ａ旅館
（松本市）

緊急事態宣言発令後、5月31日まで休業。6月
1日より営業再開。来客にはマスク着用、手指
の消毒、検温をお願いしている

国の持続化給付金を申請、
また雇用調整助成金を申
請。県の休業協力金を申
請。（6月中旬時点）いずれ
もまだ入金はなし

岐阜県

下呂温泉Ａ
日帰り温泉
施設
（下呂市）

緊急事態宣言発令を受け、4月13日から臨時休
業。5月21日、岐阜県に緊急事態宣言の解除に
伴い、5月23日より営業再開。入館時に非接触
タイプ体温計で検温、手指消毒を要請。換気に
気をつけ、間隔を空けて利用していただいてい
る

県の休業要請に応えたの
で、休業協力金を申請、6
月に交付された。休業した
従業員に雇用調整助成金を
申請した

国内で、少しずつでも観光
客、日帰り客が戻ってきて
くれれば良い

岐阜県

下呂温泉
Ｂ温泉関連
施設
（下呂市）

緊急事態宣言発令を受け、4月13日から臨時休
業。5月21日、岐阜県に緊急事態宣言の解除に
伴い、5月22日より営業再開。入館時に非接触
タイプ体温計で検温、手指消毒を要請。換気に
注意し、間隔を空けて利用してもらっている

県の休業要請に応えたの
で、休業協力金を申請、6
月に交付された。休業した
従業員に雇用調整助成金を
申請した

海外からの観光客の来館が
多かったため、営業再開後
も厳しい状況である

石川県
山中温泉旅
館協同組合
（加賀市）

緊急事態宣言後、18軒の組合加盟旅館が4月6
日から順次臨時休業となり、5月1日からは1
軒を残し、17軒がほぼ１ケ月もの長期にわた
り休業した。6月1日より9軒が営業再開したが、
8軒は６月末まで休業、7月に入っても2軒休
業しており、いまだ営業再開の目途がたってい
ない状況である。 各旅館では、新しい生活様
式に添ってのチェックイン時の体温測定やフロ
ントデスクではアクリル板・透明ビニールカー
テンなどをしている。また、旅館協同組合とし
ては、今年度事業の見直しや組合費削減をはか
るなどした。マスク等も共同購入し各旅館へ配
布した

・休業中は国の雇用調整助
成金を活用した。
・国の持続化給付金、石川
県の休業補償制度、加賀市
の宿泊施設（衛生管理強
化・経営安定化）緊急支援
交付金等による補償を受け
た。
・石川県では、厳しいコロ
ナ禍で落ち込んだ観光需要
の早期回復を図るため、石
川県民限定で県内宿泊旅行
を割引する「泊まって応
援！県民限定 宿泊割」を実
施し、宿泊増加に繋がっ
た。また、加賀市でも8月
より市民宿泊限定応援リフ
レッシュ割が実施される

国のGO TOキャンペーン
もはじまりこれから夏の行
楽シーズンをむかえるが、
依然として先行き不透明な
ままです。今後の予約動向
も鈍いままで、旅館はまさ
に手探りで営業している状
況です。少しでもコロナ感
染の終息の兆しがみられな
い限りは、もとの温泉観光
地には戻らないようにも感
じられます。国や県などか
らの支援を引き続きお願い
するばかりです

三重県
榊原温泉
A旅館
（津市）

緊急事態宣言を受け、4月21日より5月30日
まで宿泊並びに入浴施設を休業しました。その
間、社会貢献として平素より外出し難いのに更
に苦慮している、障害児施設や児童保護施設に
源泉をペットボトル詰めで送り、手湯や足湯で
少しでもストレス解消してもらうことに努め、
また（おウチで温泉）1日1組抽選で源泉200Ｌ
を無料提供しました。結果、県宣言解除後、感
謝され、入浴客の戻りも早くなりました

国、三重県独自の支援策は
全て利用しています

地域全体は、宿泊減の状況
に更に拍車がかかる事は否
めない事実となりました。
事業規模の適正化を図るこ
とが急務と考えています
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和歌山県

白浜温泉Ａ
日帰り温泉
施設
（白浜町）

3月からの売上額が4割減になり、それに加え
て県からの直接電話による「自粛要請」という
言葉を使わない実質の自粛要請があった。4月
には7割減。施設自体は4月21日から5月6日
までの連休中閉館する。県からは「他府県から
のお客様はご遠慮ください」との張り紙を出す
ようにとのこと。受付に消毒液を設置。休憩室
は使用不可にする。受付にはビニールの垂れ幕
を設置。従業員はマスク使用を強化。券売機等
手でふれる機会の多い場所はこまめに消毒

4月の段階で国のセーフテ
ィネットを利用する。地元
銀行・政策金融公庫から無
利子・無担保の融資を受け
る。持続化給付金200万円
も利用したが、1か月の人
件費にも満たなく、すぐに
無くなりました

5月7日から営業再開して、
徐々に回復傾向にあります
が、まだまだこれからです

和歌山県
白浜温泉
Ａ旅館
（白浜町）

3月からキャンセルが頻繁になり、3月には売
上4割減、4月には7割減となる。「密」になる
宿ではないので、閉館はしませんでした

持続化給付金を申請。融資
も申請

徐々に回復傾向にあります

和歌山県
花山温泉Ａ
温泉施設
（和歌山市）

3月から宿泊の受付を限定して、日帰り入浴の
みの営業に。4月29日から5月31日まで全館
休業。6月1日から営業再開。その後営業時間
を21時まで、水・木は休業のまま

県の休業要請に応えて休業
した。雇用調整助成金を申
請。持続化給付金の申請を
したが、入金されていない

7月から時間短縮を解除す
る予定です。7月9日以降
は完全営業に戻ります

兵庫県
有馬温泉
Ａ旅館
（神戸市）

緊急事態宣言発令を前に4月5日から臨時休業。
5月16日より日帰りのお食事のみ営業再開。6
月5日より金、土の週末のみ宿泊営業と段階的
に再開している。入館時にマスク着用、手の消
毒要請。お食事は別部屋の個室で提供。客室数
も制限している

休業中に持続化補助金、雇
用調整助成金を申請中

兵庫県
有馬温泉
Ｂ旅館
（神戸市）

緊急事態宣言発令を受け、4月8日から臨時休
業。兵庫県知事の宿泊業の解除を受け、5月7
日より入浴の受け入れから開始、対応策を増や
しながら宿泊や食事の提供を行っている。。飛
沫感染の対策や手指の食毒の為の消毒薬などを
提供している

休業中や自宅待機の従業員
に雇用調整助成金を申請し
ている

意外に長引いているし、緊
急要件緩和になっても宿泊
希望者は少ない

兵庫県
有馬温泉
Ｃ旅館
（神戸市）

緊急事態宣言発令を受け、4月16日～ 6月4日
まで休館。現在入館時に非接触タイプの体温計
で検温実施、手の消毒要請。チェックイン時ア
ルコール消毒の貸出実施。風呂場以外の館内で
はマスク着用をお願い。館内施設の軽食コーナ
ー、ラウンジは6月末まで休業予定

休業中に従業員に雇用調整
助成金を4,5,6月分を纏め
て申請する予定。県の休業
要請に応えたので、休業協
力金を申請するも未交付

岡山県

湯原温泉郷
湯原温泉Ａ
ホテル
（真庭市）

4月4日から6月14日まで休業。再開にあたっ
ての対応は、フロント・ロビーで１組ずつチェ
ックイン、客室案内はしない等、スマホなどに
よる事前チェックイン（ノーペーパー）、次亜塩
素酸水による空間洗浄、フロントデスクの飛散
防止フイルムの設置、小型拡声器による接客。
客室では、客室の布団は敷いておく等、清掃後
のオゾン燻蒸・アルコールでの殺菌・コロナ対
策用エアコンの導入（7月から）。大浴場では脱
衣所の工夫、部屋単位の貸切で利用頂く・利用
時間を調整しアルコール消毒や換気を行う。食
事処では対面での席にならないようにする等食
事提供の工夫、テーブル間隔を充分にとるため
客室ごとに食事時間を調整

金融機関による支援 今後1年程度は、本来の営
業形態には戻らないと思わ
れます
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岡山県

湯原温泉郷
「湯原町旅
館協同組
合」
（真庭市）

主な日帰り入浴施設の休業期間：露天風呂砂
湯・湯本温泉館・足温泉館4月24日～ 5月17日。
真賀温泉館4月25日～ 5月15日。宿泊施設の
休業期間は一番早くは4月6日から、多くは4
月中旬から5月31日まで、一番遅くは6月30
日まで。再開にあたっての感染防止対策：チェ
ックインカウンターに飛沫飛散防止対策のビニ
ールカーテン等を設置。消毒液を使用し、定期
的に拭き上げ清掃、スタッフは毎日出勤前に体
温測定を行い、37.5度以上の熱がある場合は
就業禁止、接客時のマスク着用。来客には宿泊
当日には事前に検温をお願い。37.5度以上の
発熱や倦怠感などの症状がある場合は、ご宿泊
をお断りさせていただく場合も。チェックイン
時の体調確認（チェックシートあり）

鳥取県
皆生温泉Ａ
温泉施設
（米子市）

公衆浴場という性質上、休業せず。4月21日か
ら5月20日まで終了時間を1時間前倒し、サウ
ナは閉鎖した。サウナ再開後は、人数を制限し
ての利用をお願いした。地元客が中心だが、高
齢者及び子供の減少が見られた。GWや週末は、
県外客が来られないため、大幅な減少となった

時間短縮営業期間は、従業
員のシフト調整を実施（休
日・就業時間短縮）に伴い、
雇用調整助成金を申請した

6月については「We Love
鳥取キャンペーン」に参加
申請し、来場者の増を図っ
た。売上ベースで6月にな
って7割まで回復。海水浴
場も例年の2週間遅れで7
月23日より開催され、旅
館も営業再開に準備をして
います

鳥取県
皆生温泉
Ａホテル
（米子市）

宿泊客の減少は2月から始まり、3月はもちろ
んのことGWはほぼお客様が来られない状況で
あった。ホテルの性格上平日はビジネス客が多
くを占めるため休業はせず。朝食バイキングの
提供方法を一部変更した

休業、時間短縮はしなかっ
たが、宿泊客が少なかった
こともあり、従業員の勤務
を縮小した分を雇用調整助
成金を申請した

鳥取県の「We Love鳥取キ
ャンペーン」に参加。また
米子市も同様の支援策を6
月～年内実施するため、参
加している

島根県
温泉津温泉
Ａ公衆浴場
（大田市）

地元の方々の温泉公衆浴場のため休業すること
なく営業。地元の方に迷惑かけたくないので県
外者の方をお断りしているため、利用客は激減

客が激減でも助成金を受け
取ることなく営業を続けて
います

これから先予測不可能な現
状に不透明な不安しかあり
ません

島根県
三瓶温泉Ａ
公共温泉宿
（大田市）

緊急事態宣言発令に合わせ、4月15日から臨時
休業。全館休業時は、社員・スタッフは自宅待
機（緊急時を除く外出制限）。5月14日より営
業再開。再開にあたっては、①入館時にマスク
の着用、手の消毒要請（消毒液を設置）②風呂
以外の館内はマスク着用をお願い③従業員はマ
スク必着④脱衣所は定期的な消毒作業⑤入場制
限を実施（男女各20名）⑥レストラン席数や客
室の数も約半分まで制限。その後の状況を確認
しながら、数を戻していく予定

持続化給付金、雇用調整助
成金の申請

国の対応等、世間の状況を
鑑みて、制限人数の緩和を
実施していく。「GO TO
キャンペーン」などの優待
キャンペーンの実施に合わ
せて、広告宣伝を強化

島根県

三瓶温泉
Ａ及びＢ
共同浴場
（大田市）

緊急事態宣言発令を受け、4月15日から臨時休
業（地元住民の会員に限り営業継続＝家に風呂
がない家庭もあるため）。5月20日から日中の
み外来入浴再開。夕方以降は地元住民のみの利
用に限定

地域住民が運営する共同浴
場のため、支援策活用はな
し

行政支援はないため、一般
営業での利益で施設存続を
継続できるよう努力してい
く



－49－

島根県
湯抱温泉
Ａ旅館
（美郷町）

4月12日から6月21日まで休業。予約をいた
だいていた６月まで約25件のお客様にはお詫
びとお知らせを電話で丁寧に行った。休業中
は、電話などによる予約申込みについては休業
状況を伝えながら、秋ごろの予約をお願いし
た。6月22日からの再開にあたっては、①入館
時に必要によっては非接触タイプ体温計で検温
②消毒液を設置、手指の消毒要請③従業員はマ
スク着用④脱衣所は１日１回消毒⑤受入れ制限
も実施。県旅連が6月16日に開催した新型コ
ロナウイルス対応勉強会に参加。それをふま
え、全国旅館ホテル生活衛生同業組合発行のガ
イドラインを参考にした

地元商工会の指導により、
国の持続化給付金の申請お
よび美郷町の緊急経済対策
事業継続支援金の申請を行
った。入金はいずれも間も
なくあると思います

温泉水販売のノウハウや、
温泉維持のためのアドバイ
ス機能を教えたりしてほし
い

島根県

千原温泉Ａ
日帰り温泉
施設
（美郷町）

緊急事態宣言発令を受け、4月14日から臨時休
業。湯治場奥の川端にある屋外汲み場での温泉
水持ち帰りは、料金箱を備え付け利用可能なま
まにした。休業中、従業員は自宅待機。緊急事
態宣言全面解除に合わせ、5月25日から入湯再
開。再開にあたり、美郷町にも相談し、密を避
けるため、入湯の人数制限（4人程度）を実施。
受付時に名前、住所など連絡先を記入してもら
っている

持続化給付金を申請

島根県
有福温泉Ａ
旅館
（江津市）

4月1日から5月31日まで休業。温泉街の公衆
浴場の一般営業再開に合わせ、6月1日より営
業再開。入館時に体温計で検温、消毒液を設置。
従業員はマスク着用。脱衣所は１日１回消毒作
業。入場制限も実施

休業中、従業員向けに雇用
調整助成金と持続化給付金
を申請。江津市の持続化応
援金も申請中

営業再開後も今後しばらく
は利用客減少となる。まず
は島根県内だけでも宿泊や
入浴の優遇策を講じてもら
いたい。新泉源を掘削して
湯量を増やし、集客につな
げるという意見もあるが、
安易な考えにならないよう
ボーリングについてや温泉
維持のためのアドバイス機
能を強化してもらいたい

島根県
有福温泉公
衆浴場
（江津市）

御前湯・さつき湯・やよい湯の3温泉公衆浴場
は、4月24日から5月31日まで江津市外から
の入湯者の利用を制限。定期券購入者の地元市
民のみ入浴可。6月1日から制限を解除し、通
常営業に

島根県
美又温泉旅
館組合
（金城町）

7施設のうち3施設は休業はなし。ほか4施設
は4月15日から6月19日の間休業。各施設で
は消毒液などの設置や従業員のマスク着用、入
場制限などを進めている。立ち寄り入浴が常時
可の美又温泉国民保養センターは4月18日か
ら休業。当初は5月8日に再開予定だったが自
粛休業を延期し、6月1日に再開。共同浴場の「美
又温泉会館」は休業はせず、ゴールデンウイー
ク前後から6月14日まで定期券や回数券など
の利用者のみに入浴制限した

今後のため、環境省が推進
する「チーム新・湯治」に
組合として加入。湯治の歴
史もあり、美肌効果の高い
美又温泉をより多くの方に
知ってもらえたらと思いま
す

島根県
木部谷温泉
Ａ旅館
（吉賀町）

4月1日から5月16日まで休業。5月17日から
飲食・宿泊なしで営業再開

国や吉賀町の補助金は申請
した

「人がとにかくいなくて、
不安が増すばかりだった。
湯治場でもあり、地元の常
連さんからの営業再開の要
望が強く、その声に押され
た部分も大きい」
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広島県
宮浜温泉
Ａホテル
（二日市市）

4月30日から5月31日まで営業体制を変更。
宿泊予約は受けず、日帰り入浴と昼食懐石のみ
とした。対応として、①眺望の良い大浴場・露
天風呂を平日3組に限り貸切利用できるプラン
開始②大浴場はカランを1つ間隔を空けた利用
をお願いし、間隔を広げて脱衣カゴ設置③特産
アサリ酒蒸しなど一品料理テイクアウト営業を
始める④土産の在庫調整のため売店商品のセー
ル実施。6月1日から宿泊再開。従業員の健康・
予防管理徹底、除菌スプレー設置、接触面の適
宜除菌、ロビー・食事会場の定期的換気。フロ
ントに飛沫感染防止フィルム設置、チェックイ
ン時１組限定で対応。食事会場もグループごと
間隔を広げ、仕切り設置、食事時間も分散化。
平日に限り7月まで夕食を部屋または個室での
対応。お客様にも手指消毒や館内移動時のマス
ク着用をお願い

雇用調整助成金、持続化給
付金を申請

家族経営ペンションのよう
に、料理以外、スタッフが
どの業務もこなせるような
「働き方改革」を考える契
機になりました。感染防止
策を手探りで進めながら、
できることをやっていこう
という気持ちで臨んでいま
す。今年は開湯 55年で、
期間限定のランチ＆ディナ
ープランも用意。毎年8月
開催の「宮浜温泉まつり」
も現時点では未定だが、地
域一体となってにぎわいに
つなげていきたい。ユーチ
ューブにホテルPRチャン
ネルを開設し、地域の特産
や宮島の案内、シーカヤッ
クツアーなど魅力を伝える
試みを始めた

広島県
湯来温泉Ａ
公共温泉宿
（広島市）

4月13日～ 4月15日・4月17日～ 5月31日臨
時休業。休業中に館内修繕、清掃実施。6月1
日より営業再開。再開にあたっては、【宿泊】チ
ェックイン最大２組までカウンター別々・レジ
スターカード記入の徹底・使い捨てアメニティ
をフロントで渡す・チェックアウト後のルーム
キー消毒・館内用スリッパを使い捨てに【レス
トラン】入店時の手指消毒と着席間隔の案内・
ブッフェ方式をセットメニュー提供に変更・使
い捨て紙コップ使用・BGM音量を下げる・定
期的に換気実施・退席後の椅子テーブル、メニ
ューの消毒・金銭レシート受け渡しはトレーで
【宴会】カラオケは使用の度に消毒のお願い・カ
ラオケ機と客席の間を空ける【温泉入浴】洗面
台の化粧品類撤去・ドライヤー等の定期的消毒
【パブリックスペース】マスク着用の案内掲示※

休業中に従業員向けに雇用
調整助成金を申請
※・ロビー設備、階段手す
り、エレベーターボタンの
定期的消毒と人数制限・ト
イレはペーパータオル利用
に変更・休憩室やロビーに
ソーシャルディスタンス案
内【その他】従業員は出勤
時に体温チェック実施・マ
スク着用徹底

広島市が実施しているプレ
ミアム宿泊利用券を購入し
て、宿泊の予約をされる方
が増えている為、９月末ま
では順調に予約が増えてい
るが、食事、宴会利用の回
復には少し時間がかかるよ
うに思われます

広島県

湯の山温泉
Ａ公共温泉
施設
（広島市）

4月17日から5月31日まで休業しました

山口県
湯田温泉旅
館協同組合
（山口市）

緊急事態宣言を受けゴールデンウイーク前から
組合加盟15施設中11施設が臨時休業。6月か
ら営業再開。湯田温泉旅館協同組合では新型コ
ロナウイルス感染対策として「湯田スタンダー
ド」を設定。手洗いの励行、社員の体温測定、
日々の行動履歴、換気等施設としての対応をポ
スター及び動画を作成し、組合間での意思統一
を図った。お客様に対してもマスクの着用、検
温の実施等お願いするポスターを作成、館内に
掲示した。4月の宿泊実績は前年同月比で20％、
5月は10％と散々な結果となった。6月は40％
程度となる見込み

各施設雇用調整金及び持続
化給付金を申請、すでに交
付済の施設もある。また山
口県、山口市独自の支援策
にも該当施設は申請をした

山口市独自の取組として湯
田温泉旅館協同組合加盟施
設で使用できる「湯田温泉
プレミアム宿泊券（15000
円を10000円で購入）」を
2000セット販売、約20日
間で完売。続けて「山口市
プレミアム宿泊券（条件は
同じ）」を4000セット販売
中、間もなく完売予定。7
月中旬を目途に県が「プレ
ミアム宿泊券」販売を予定。
これらにより7月以降宿泊
客が戻ってくることを期待
している
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山口県
俵山温泉
合名会社
（長門市）

緊急事態宣言を受け、4月7日から「白猿の湯」
のみ一部休業を実施中。毎週月・火・水・木の
４日間を休業日とする。「町の湯」は地元民の利
用するお風呂ということから、何も変わりなく
営業中。従業員のマスク着用・店舗出入口に消
毒液の設置、・施設内の消毒作業・お客様のマ
スク着用のお願い

一部休業している従業員向
けに、雇用調整助成金の申
請。国の持続化給付金を申
請

今後の見通しがたたないの
が、まさに今の現状です。
温泉入浴以外で、お客様に
喜んで頂けるサービスを考
えたい

山口県
三丘温泉
Ａ旅館
（周南市）

4月28日から5月末日まで休業。その間、食事
のテイクアウトを実施。また、料理のレベルア
ップなど研さんにも努めたほか、浴室のリニュ
ーアルも手掛けた。再開後は、客数は少ないが、
客単価はかなり上がっている

国の給付金申請と国民金融
公庫の貸付を利用

守るのではなく前に進むこ
とを考えます

愛媛県

道後温泉
本館・別館
「飛鳥乃湯
泉」
（松山市）

緊急事態宣言を受け、4月18日から6月18日
まで臨時休業。6月19日から、次の感染防止対
策を講じたうえで営業再開。①入館時：マスク
着用徹底、サーモグラフィによる体温測定、通
常の半数程度に入場制限、来館者の連絡先取
得、手指消毒の徹底、混雑時の整理券配布②窓
口：受付に飛沫防止パネルを設置、来館者にビ
ニール袋を渡し、着ていた衣服を入れ脱衣箱を
使用すること③館内：会話を控えていただくこ
と、靴箱・脱衣箱のレイアウトを変更し３密を
回避すること、休憩用の椅子を撤去、館内消毒
の徹底等

道後温泉本館・道後温泉別
館 飛鳥乃湯泉は松山市が
経営しているため、国等の
支援はなし

引き続き気を引き締め、感
染予防対策を徹底してまい
りたい

福岡県
原鶴温泉
Ａ旅館
（朝倉市）

4月7日の緊急事態宣言発令に福岡県も含まれ
ており、5月31日まで休館。5月14日に宣言
が解除されたものの、状況が好転する様子は見
られず、越県移動を控える要請を考え、予定ど
おり5月末まで休館した。6月オープンに向け、
衛生用品（全室空気清浄機設置・アルコール消
毒液・飛沫防止パーティション除菌シート・マ
スクなど）を購入し、感染防止対策の強化を図
る。入館時や食事処入口には手指消毒用のアル
コールを設置し、使用をお願いしている。共用
部分を定期的にアルコール消毒。全スタッフマ
スク着用で接客。マスクのないお客様には無料
で使用できるマスクを設置している

休業中に雇用調整助成金を
申請したが未だ支給されず
（6/13）。同時に教育訓練
給付制度も行っている。中
小企業庁の持続化給付金を
申請し、2週間で交付支給。
朝倉市宿泊事業者サポート
支援金を申請し、2週間後
交付。福岡県宿泊事業者緊
急支援補助金を申請中

福岡県、朝倉市による宿
泊・観光に対するサポート
がようやくみえ始めてきて
いるが、未だ人の動きは鈍
く、稼働率はなかなか伸び
ない状況が続いている。
「安心・安全」を施設から
情報発信することはもちろ
んだが、行政からの観光地
誘致などのプロモーション
のサポートを強く望む。ま
た旅行券、観光券のチケッ
ト発行を国・県・市と時期
が重ならずに消費者にも時
期を分けて使用できるよう
に配慮してもらいたい

長崎県
雲仙温泉
観光協会
（雲仙市）

緊急事態宣言からの外出自粛などにより観光客
数が低下。それに併せ、多数の宿泊施設等が休
業に入る。今年のGWでは、雲仙の観光名所で
もある雲仙地獄を国が仁田峠循環道路を長崎
県、雲仙市が立入禁止規制を行うなどの制限が
かけられた。それにより当協会が運営する地獄
での温泉たまご販売も休業を行う。観光協会
（観光案内）は休業は行ってないが、事務所内は
マスクの着用、入館時には手の消毒、案内所カ
ウンターには飛沫防止用のパネルを設置してい
る

国：雇用調整助成金の申
請、持続化給付金の申請。
環境省国立・国定公園への
誘客の推進と収束までの間
の地域の雇用の維持・確保
事業費等補助金の申請。
長崎県：長崎県ステップア
ップ事業の申請、休業協力
金の申請。
雲仙市：持続化給付金の申
請

緊急事態宣言および、県を
またぐ移動の自粛が緩和さ
れ、県外からのお客様も増
加傾向にあるので、今後は
行政機関と連携を行い、安
全安心の取り組みを行って
いく
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大分県
別府温泉郷
Ａホテル
（別府市）

4月中旬から6月中旬まで休業し、6月は金・
土のみ営業して対コロナ仕様のお試し期間とし
ました。各種調査で旅行意欲が低位であること
から、夏の旅行もそう簡単に戻らない。よくて
国内旅行前年比6割でしょう。海外がゼロで、
完全に需給バランスが崩れますから、単価は2
割下落するでしょうし、全国的に客室数が急増
中なのでなおさらです

雇用調整助成金制度は平時
の制度を緊急事態にあては
めた制度で、緩和に次ぐ緩
和で先見性がない。金融も
これほど緩かった時期はな
いが、借りすぎると後の返
済が懸念されるので、資金
調達は頭の使いどころです

観光が海外マーケットまで
回復するには、24カ月み
て財務計画を立てる必要が
ある。この期間何をやるか
で、コロナ後の競争が始ま
ります。ただ、中国と韓国
リスクはさらに高まりそう
で、ここが難関になりそう
に思う。柔軟に経営してい
く先見性がさらに要求さ
れ、地場中小企業は、バブ
ル後、デフレ後、リーマン
後以上にハードルの高い
日々になってきます

熊本県

黒川温泉
観光旅館
協同組合
（南小国町）

黒川温泉旅館組合（インフォメーション・売店）
は4月29日～ 5月31日まで臨時休業、電話で
の対応のみとした。それに伴い、黒川温泉の日
帰り入浴（露天風呂めぐり）を中止、入湯手形
等の利用・販売を停止。加盟旅館た温泉街の商
店は各施設ごとに対応、一定期間休業した施設
もあれば、ガイドラインを設けて再開した施設
もある。6月1日より日帰り入浴を再開、旅館
組合（風の舎）の営業、入湯手形の利用・販売
も開始した。日帰り入浴については感染予防の
ための取り組みを実施。利用前にお名前・連絡
先の記載、体調不良の事前お知らせ、移動散策
時のマスク着用をお願い。接触を避けるため共
同備品（脱衣かご等）を置いてない場合があり、
着替えを入れるマイバッグ持参を要請している

雇用調整助成金、持続化給
付金、特別定額給付金の申
請と交付。南小国町からの
支援を受けた。「休業支援
給付金」については、2月
半ばから6月15日までの
期間の内、GW期間を含む
合計30日以上を休業した
事業者に対して最大100万
円の給付金を支給。また、
南小国町では、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響に
より打撃を受けている地域
経済と町民の生活を支援す
るために地域のお店や病
院、薬局、タクシーなどで
利用できる「超お得な」商
品券を発行している。今後
も「町外向けのプレミアム
商品券」や地域事業者が集
まって観光振興する際の助
成金なども検討されている
ようです

黒川温泉のある阿蘇地域
は、熊本地震からの復興の
文脈で、8月にJR阿蘇豊
肥本線の開通、10月に国
道57号線北側ルート開通、
来年3月阿蘇大橋開通予定
と、これからの観光振興に
大きな成果が期待できる取
り組みが控えている。5月
より公式オンラインストア
を開設。入浴剤などおうち
で楽しめる商品を中心に販
売。南小国町がおうちで温
泉を楽しめる露天風呂VR
動画の専門サイトを開設。
黒川温泉の22の露天風呂
の360度映像が楽しめる。
9年目を迎える竹の灯籠を
使ったライトアップ「湯あ
かり」の開始期間を1か月
ほど早めて、11月末より
スタートする予定

鹿児島県
霧島温泉郷
Ａホテル
（霧島市）

一か月ほどの休業。当館は県外よりも近場から
のリピーターに支えられ、3月いっぱいまでは
何とか凌いできたが、4月に入ってから次々に
キャンセルとなり、4月は前年対比80％減。5
月GWもほぼキャンセルされて前年対比95％
減。霧島温泉全体が閑散として静まりかえって
いた。GW明けから6月4日まで1か月間ほど
休業し、6月は金土日のみ営業し、ようやく6
月19日から通常営業できるところまで来た。
鹿児島県の自粛要請が5月末くらいに解除され、
6月19日から県をまたいでの移動が自由になっ
た。今は県内のリピーターがほとんどだが、長
い自粛生活がようやく終わったという安心感か
らか予約が増えてきている

雇用調整助成金、持続化給
付金、その他県・市からの
助成金を申請

今後少しづつ県外客も増加
すると期待されますが、時
間がかかりそうです。イン
バウンド客は霧島温泉は約
20％ほどあったのですが、
今はゼロに等しい状況でし
ばらくは期待できません。
1か月の休業の間、普段は
忙しさに追われてできなか
ったことを、いろいろと考
えたりもできました。今後
もまたこのような災害が予
想されますので、何をどの
ように備えるかこれからの
課題になりそうです
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鹿児島県
妙見温泉
振興会
（霧島市）

個人営業の施設は、自粛要請が出る前に早々と
営業を取りやめ警戒体勢をとっていた。緊急事
態宣言後は、予約がほとんどキャンセルとな
り、宿泊以外の立寄温泉の営業も中断するとこ
ろがほとんどとなった。GW期間中、予約客が
キャンセルに不同意で営業をした旅館もあった
が、営業中に、いわゆる「自粛警察」らの苦情
の電話などを受け、身の危険を感じ急遽、臨時
休業を実施する事業所も出た。現在（7月22日）、
どの施設も検温、消毒体勢等は整えて営業をし
ています

各事業所とも、雇用調整助
成金、事業継続給付金、県、
自治体等のコロナ関連の公
金を活用している。その
他、事業継続補助金や、関
連の助成金などの活用を検
討中。
鹿児島県の宿泊助成「ディ
スカバーキャンペーン」が
実施されましたが、鹿児島
県内のクラスター発生を受
け、助成を利用した宿泊に
制限がかけられています

休業期間中、機器交換や改
装工事を実施するなど前向
きに捉えている事業所もあ
る。反面、先行きが見えな
い状況で投資に踏み切れな
い事業所もある。
秋から冬にかけての感染拡
大が発生した場合は事業継
続に支障が出ることが予測
される

沖縄県

エナジック
天然温泉Ａ
温泉施設
（宜野湾市）

緊急事態宣言発令を受け、4月20日から自粛し
臨時休業。5月7日、沖縄県の緊急要請緩和を
受け、5月11日より時短営業にて再開。5月21
日より通常営業再開。従業員全員の検温・うが
い・手の消毒の実施。入館されるお客様に、非
接触タイプ体温計にて検温実施、手の消毒要
請。浴室での立ち位置は充分な間隔を保つよう
にと注意喚起。サウナ室も同様。館内ロビー全
域・フロント・バックヤード・食堂は強酸性水
を噴霧器にて噴霧消毒

自粛休業中に従業員の雇用
調整助成金申請手続きを本
社本部に要請

沖縄県による他府県・海外
からの来沖自粛要請に伴
い、現状として厳しい運営
を迫られています。自粛再
開後、公にイベント・キャ
ンペーン等が行えず苦慮し
ている
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間の取り組み経過を把握するには適切な時期
と判断した。各温泉地からの報告は、6月を
中心に8月初旬までに寄せられた。報告の内
容はそうした期間を背景に見ていただきた
い。
　回答として寄せられた報告件数は89件。
北海道から沖縄まで32都道府県に及び、主
な温泉道県はカバーできた。
（2）コロナ禍の温泉地への影響
　報告を見ると、各温泉地の宿・施設への影
響が現れ始めるのは2月から。「宿泊キャン
セルは2月から出ていた」（山形県羽根沢温
泉）、「2月下旬の連休過ぎに台湾からのスキ
ー団体客ほかインバウンドお客さまが全部
キャンセルに」（山形県蔵王温泉）のように、
海外観光客のキャンセルが始まり、国内でも
旅行自粛ムードが醸成されつつあった。
　3月に入ると、13日に新型コロナ対応改正
特別措置法が成立し、「徐々に新型コロナウ
イルスの影響を受け」（静岡県梅ケ島温泉）、
「3月上旬より宿泊客のキャンセルが相次ぐ」
（山梨県下部温泉）、「3月第二週より新規予
約が止まり、キャンセルが増えた」（長野県
湯田中温泉）状況が目立つようになる。とく
にインバウンド客の割合が高い宿では顕著で
あった。温泉地における施設の休業・休館の
第一波は早くも3月に起きており、それ以降
いくつかの段階（ステップ）を重ねていく。
（3）宿・施設が休業に入った時期
　4月に入ると、7日の7都府県対象の緊急
事態宣言発令、16日には宣言が全国へ拡大
され、全国の温泉地の宿・施設が休業を余儀
なくされる。休業開始は、早い例で宣言前の
4月5日・6日から。4月8日からという事例
が多いが、4月13日の週から休業に入った
所も少なくない。休業入りが遅かった三つめ
の段階は、当該県の要請を背景に4月終わり
から5月GWをはさんだ休業設定であった。
（4）休業期間
　報告で最も多いのは、緊急事態宣言後の4
月8日以降5月31日までの休業期間である。

2か月近い休業が宿や施設の経営状態にいか
に深刻な影響を与えたか容易に想像できよ
う。
　その次には、緊急事態宣言後から休業に入
り5月14日の「39県の宣言解除」を受けて営
業再開、あるいは段階的に営業再開する事例
が見られる。また、当該県の緊急事態宣言を
受けて、段階的に休業期間を延長した所もあ
る（群馬県草津温泉）。
（5）営業再開の時期
　休業期間は、5月14日の39県の宣言解除
や21日の近畿3府県、25日の5都道県の宣
言解除決定にはあまり左右されず、ほとんど
5月末日まで継続されている。その理由の一
端は、「宣言が解除されたものの、状況が好
転する様子は見られず、越県移動を控える
（県の）要請を考え、予定どおり5月末まで休
館」（福岡県原鶴温泉）にうかがえよう。
　したがって6月1日から営業再開した所が
大半であっても、「都県をまたぐ移動制限の
解除が不確実だった」ため、「県内客」向けに
「金土日の週末のみ」（草津温泉）営業を再開
するなど、限定的再開が少なくなかった。さ
らに、6月中旬まで休業した所も大分県別府
温泉など散見される。「海外からの客も多い」
青森県浅虫温泉のホテルでは「6月27日まで
休業」。「集客が見込めない」と判断して「4月
16日から6月末まで休業」した熱海温泉の宿
は、「雇用調整助成金の延長」に頼って「休業

表2　緊急事態宣言をめぐる主な経緯
1月16日 国内で初感染者確認を発表
2月11日 WHOが新型コロナをCOVID-19と命名
2月27日 首相、学校一斉臨時休校要請
2月28日 北海道知事独自に緊急事態宣言
3月13日 新型コロナ対応改正特別措置法成立
4月7日 7都府県を対象に緊急事態宣言
4月16日 緊急事態宣言対象を全国に拡大
5月4日 宣言の期限を31日まで延長決定
5月14日 39県の宣言解除を決定
5月21日 近畿3府県の宣言解除を決定
5月25日 5都道県の宣言解除を決定
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期間を7月21日まで延長」している。
（6）営業再開の内容
　6月から営業再開しても全面的ではなかっ
た。「6月1日より金・土・日のみ通常営業」
（下部温泉）、「6月1日より再開。当面は1日
1組限定で営業」（新潟県赤倉温泉）、「6月5
日より金、土の週末のみ宿泊営業と段階的に
再開」（有馬温泉）といったように段階を追
って再開する例が多く見られる。
　主な理由は、客足の戻りの鈍さである。「6
月1日より再開したが来客数少なく、社員の
半数を6月30日まで休ませている」（蔵王温
泉）、「6月の集客は10％満たず」（熱海温泉）
状況があるので、客の状況と地域事情に応じ
て、再開には段階を追わざるを得なかった。
（7）再開後のコロナ対策
　営業再開は宿・施設として取り得る限りの
コロナ感染対策実施が不可欠であった。他都
府県客の来客自粛要請、来客人数の制限、
チェックイン体制の変更、検温、手指消毒要
請から共用設備全般の定期的な消毒、館内移
動時のマスク要請やスタッフ接客時のマスク
着用、こまめな換気、食事処や浴室の間隔空
け、食事提供をビュッフェ形式からセットメ
ニューへ変更、などが主な取り組みである。
　これを機会に家族風呂や貸切風呂、部屋食
の効用が見直されてもいる。しかし利客人数
及び受入客室制限などとともに、宿・施設側
には収入源と経費負担を増すことであった。
（8）休業しなかった宿・施設
　コロナ禍と自粛要請の厳しさの中でも、自
らの地域性や宿・施設の特長を考え、休業し
なかった例も当然見られる。「密になる宿で
はないので閉館しなかった」宿（和歌山県白
浜温泉）、梅ケ島温泉では宿は当該県・市か
らの休業要請の対象外だったため宿泊は限定
して行った宿もあった。
　この点で重要なのは、地域の温泉公衆浴
場・共同浴場としての公共的な役割だろう。
「公衆浴場という性質上、休業せず。4月21
日から5月20日まで終了時間を1時間前倒し、

サウナは閉鎖」（鳥取県皆生温泉の施設）、「地
元の方々の温泉公衆浴場のため休業すること
なく営業」（島根県温泉津温泉の公衆浴場）
した。ただし、「地元の方に迷惑かけたくな
いので県外客を断り（遠慮願う）」（温泉津温
泉、青森県新屋温泉）といった制限を講じて
いる。その結果、「利用客は激減」という経
営逼迫を余儀なくされている。
（9）国や自治体の支援策の利用
　休業に入る以前からすでに温泉宿・施設の
経営状況は、「3月の売上前年比60％減」（蔵
王温泉）であり、4月以降も売上前年比は「4
月▲95％、5月▲100％、6月見込み▲75％」
（草津温泉）という深刻さであった。国や自
治体の支援策は不可欠であり、大半の宿・施
設が休業の際の従業員への補償支援で国の雇
用調整助成金、事業持続化給付金、消費税の
延納、無利子の貸付金等を申請している。
　ただ、報告が多く戻ってきた6月中旬時点
では、申請したが未だ交付・受給されていな
いという声が少なからず見られた。
　加えて、宿・施設の切迫した要望に応えて
くれたのは、休業協力金・支援金あるいは「観
光事業者等緊急支援補助金」（箱根町）等と
いった内容の、県や当該市町村からの支援で
あった。しかし協力金を出す財源の不足から
か、「県として他県から来ないでほしいと言
いつつ、旅館に休業要請はない」（下部温泉）
所もあった。
（10）今後の取り組み
　前項に関連して、資金繰りの厳しさから無
利子・有利子を問わず融資を受けた宿・施設
は多い。いずれ返済しなければならない借金
の重さに比して、平常体制への回復の難しさ
に苦悩する声が散見される（福島県高湯温泉、
草津温泉等）。
　取り組みとしては、当該県・自治体による
観光振興策・支援策と、独自展開力に実績を
持つ温泉旅館組合・観光協会による自主的な
活性化プランが挙げられている（例：熊本県
黒川温泉）。そうした中、表ではふれられな
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かったが、有馬温泉観光協会では医療従事者
への感謝と応援を込めた宿泊キャンペーンを
行っている。

４　まとめ
（1）休業中に余る温泉を提供
　今回の影響・対応等報告の記入表には「今
後の取り組み・ご意見」欄を設けた。コロナ
感染対応の苦労、休業・営業制限による経営
打撃、今後の見通しの暗さなど課題が多く表
明された中に、休業期間を宿・施設の設備点
検・改善、従業員教育研修やメンタルケアの
機会、新たに宅配事業の開始、温泉地の魅力
再発見の取り組みにあてたといった前向きな
話が含まれるのは、一つの救いである。
　営業休止中も湧出し続けている自家源泉を
自宅で楽しんでもらいたいと提供する取り組
みも見られた。「豊富な湯量の温泉水を持ち
帰って自宅で楽しんでもらおうと、テイクア
ウト専用蛇口を設置」した秋田県夏瀬温泉、
「顧客に温泉を自宅で楽しんでほしいという
気持ちから希望者に温泉を無料で配布（送料
は客負担）」した熱海温泉、「一日一組限定で
県内在住者に最大200Lまで提供」した三重
県榊原温泉といった各宿の例が挙げられる。
　さらに、榊原温泉のその宿では、休業期間
に「社会貢献として平素より外出し難いのに
更に苦慮している障害児入所施設や児童保護
施設（計4か所）に源泉（計400L）をペットボ
トル詰めで送り、手湯や足湯で少しでもスト
レス解消してもらうことに努め」ていた。本
来、社会的・健康資源である温泉をこうした
時こそ社会還元できた好例と言える。
（2）温泉地の位置づけ直し、再評価
　そもそも温泉地（宿・施設）の存在は、前
提となる温泉資源の多くが火山性由来であ
り、河畔や谷底といった地表の割れ目から湧
出しやすいという立地条件から、火山活動や
洪水の被害をたえず蒙ってきた。それに加え
て、人の移動・旅行・集まる場・ふれあいそ
のものまで制限せざるを得ないというコロナ

禍は、経験したことのない艱難辛苦を温泉地
に及ぼした。直接のコロナ感染対策を超え
て、温泉地（宿･施設）はこれに今後どう向き
合っていくのかが問われている。
　ワクチン開発の問題を含めて、すぐの解決
策が見えてくるわけではないが、スペースの
関係からこのたびの報告（記入表）に記載し
きれなかった宿・施設経営者からの示唆的な
意見・提案をここに記しておきたい。
　■宮城県鳴子温泉郷Ａ旅館
　「今後は、単なる1泊2食付の宿泊形態の
みならず、リモートワーク拠点としての宿利
用や、宿泊以外の売上の創出も必要です。ま
た需要回復に向けては、近隣の大都市を中心
とした需要獲得や、お得意様とのリレーショ
ンを強くする必要があります」
　「コロナ禍で早くて2～ 3年後は、温泉地
は随分とその姿を変えていることになると思
います。生き残るためには、『なんのため、
だれのため』の温泉宿かというところがさら
に明確になる必要があります。隣の旅館の様
子ばかり気にしたり、OTA上の価格競争や
評価に踊らされているうちに、自らの命題を
見失ってしまうことが怖いです」
　「コロナ禍の中において当面自分の宿を守
るのが精一杯という状況が続くと思います
が、そんな中でも未来のための『種』は蒔い
ておく必要があります。
　現在動いているものとしては、環境省のワ
ーケーション事業です。北里大学が都会で仕
事をしている時と湯治場で仕事をしている時
の違いをエビデンスとしてとらえる予定で
す。
　もう一つは復興庁の事業です。九州・嬉野
温泉を参考にしたもので、温泉湯豆富プロ
ジェクトを軸とし、農×食×湯治でウェルネ
スを実現する動きがあります。とにかくピン
チの時は平常時よりも動く必要があると思い
ます」
　■草津温泉Ａホテル
　「生活でもビジネスでも大幅にストレスが
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たまる生活者が増えていると思われる。温泉
をコアバリューとし、さらに森林などの自然
や食で、現代社会に生きる人の五感を回復
し、生きる力を与えたい、と願っている。今
こそ社会の課題解決に向け、温泉の出番復活
だと信じ、復活計画を策定している」

　さらに印象的であったのは、コロナ禍の中
でこそ、湯治場としての意義をあらためて見
直すことになったという報告である。
　■箱根湯本温泉Ａ温泉施設
　「弱音が出そうなこの事態の中で、良いこ
ともありました。当館には以前から夜勤明け
の医療従事者が多くいらしてくれていまし
た。風呂場での事故（湯あたり、転倒、心不
全等）への対応をスタッフがしていると、必
ずといっていい程、『医者ですから、看護師
ですから』と手助けしてくれる方々が男湯・
女湯共にいらっしゃって助けられています。
　この度の緊急自粛要請中でも、その方々の
（激務の息抜き・癒しとなる）行き場所が頭
から離れず、GW期間を除き、自粛要請はず
っとあえて“無視”していました。あの事態
の最中に営業を継続することは、スタッフに
感染リスクを強いることになりましたが、で
も、一人の欠勤者も不平も聞くことなく、皆
粛々と務めてくれました。『医療現場に比べ
ればまだ全然安心ですし、此処も同じような
ものですから』と言ってくれていました。
　『当館は観光客相手の施設ではなく、湯治
場だから』という自覚が芽生えたのは換えが
たいことです。こんな事態にでも遭遇しない
とリアルな実感は得られないですから。皆の
その実感が財産となりました」

　感染症と向き合ってきた歴史は古い。この
箱根湯本温泉も、「奈良時代半ばに伝染病が
まん延したとき白山修験者が病を収めるため
に来訪、温泉を開湯した」という伝承が中世
以降の文書に残る。温泉が感染症そのものに
効くわけではないが、接触した部位や身体を

洗い流す効用や、免疫力を強化するといった
何らかのプラス効果が考えられよう。
　中世末期のヨーロッパで感染症がまん延し
たとき、町の享楽・社交的な共同浴場は人と
人の密な接触を怖れて敬遠、多くは廃れた
が、地方の湯治場はしたたかに存続した。
　温泉地（宿・施設）には観光・保養・健康
維持・湯治という多様な側面と機能がある。
このコロナ禍でも地方の共同浴場・温泉公衆
浴場が地域住民の健康維持の場として、そし
て同じく「密」ではない湯治場が本来の役割
を保てたことは示唆的であろう。
　このたびの影響・状況等報告はまず記録に
残し、公開・共有することが第一義であった。
本報告も温泉地とコロナ問題を考える一次資
料として、今後研究や考察を深めていく際の
一助となることを期待したい。

謝辞
　このたびの調査・報告に協力くださった全
国の温泉地の宿・施設・団体関係者の皆様な
らびに会員各位に感謝の意を表します。
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　世の中には温泉や入浴に関連する検定や、
講習会による資格が相当数あり、私も仕事
柄、過去にはいくつかの検定ものや養成講習
会テキストなど執筆をさせていただいたこと
がある。ご当地ものも含めると関係資格等は
楽に10種以上はあるだろうが、2019年12
月より満を持して開始されたのが、一般社団
法人日本温泉協会が開催するその名も日本温
泉名人認定試験「温泉検定」であり、その公
式テキストが本書である。
　温泉に関する関連分野はかなり幅広い。歴
史や法律、地質学、化学、医学、法学、観光
学と複数の領域にわたり、これらのことを1
人の専門家がすべて網羅することは不可能で
ある。私は温泉医学の専門家ではあるが、そ
れ以外の温泉のことについて尋ねられても十
分な回答はできず、都度親しいその道の専門
家の先生に意見を聞くようにしている。また
各分野の専門家に話を聞くと、「なるほど」
と納得することも多い。温泉のことを真面目
に学ぼうとすると広い分野にわたってまんべ
んなく知識を得る必要がある。
　本書は、温泉に関する幅広い分野にわた
り、それぞれの一流の専門家が執筆してお
り、とても参考になる。信頼できる情報源と
言える。温泉に関する疑問点が生じると、手
軽にインターネットで検索する会員諸氏も多
いだろうが、御存知の通り、インターネット
の情報はまさに玉石混淆で、情報の取捨選択
が難しい。
　温泉は身近な存在であり、誰でも現地に行
けば入浴し体験することができるので、多く
の人が温泉に関する情報を発信している。旅
行記のような読み物として眺める分にはとて
も楽しいが、責任を持って他者に温泉のこと

を説明したり、文章を書くとなると、誰が書
いたか分からないこれらのインターネット記
事を参考にするのはとても不安だ。大学生に
は、レポート作成にあたっては、原則インタ
ーネットの記事は参考文献にはしない、とい
うことを指導している。その点、各専門家が
責任もって執筆している本書は、なにか疑問
点があるときにさっと安心して確認できる冊
子となっている。
　また、温泉に関して、自分の専門外の正し
い最新情報を得るのは意外に難しいし手間が
かかるが、本書は自分の専門外の知識のアッ
プデートにも役立つ。自分の専門分野である
医学に関しては絶えず国内外の最新論文を
チェックしているが、例えば専門外である温
泉法学となると、どこにアクセスすれば正し
い最新情報が得られるかすらも分からない。
温泉に関することは、医学はもちろんのこ
と、行政系の情報も通知が役所から時々発出
され、制度もしばしば変わり、年々新しくな
っていくため情報のアップデートが必要であ
る。その点、本書は約1年前に発刊されたば
かりであり、安心して利用できる。
　もともとは、書名の通り、温泉検定を受け
る前に勉強するために使用するテキストなの
で、検定に合格する目的で使用するのが正当
な利用方法かもしれない。しかし、私は広く
普段の温泉の知識の確認やアップデートにも
利用できる手ごろな良書だと思っている。検
定の受験の有無にかかわらず、温泉に関心を
持ち始めたばかりの方へもお勧めの一冊であ
る。

（早坂信哉）

書　評
温泉検定実行委員会編：『日本温泉名人認定試験　温泉検定テキスト』

一般社団法人日本温泉協会　190頁　2019年6月
定価　2,000円（税込）
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学会記事

温泉地域研究　第35号　59～ 62（2020）

●日本温泉地域学会第34回研究発表大会
　2020年11月７日（土）・８日（日）の２日間、日本温泉地域学会第34回研究発表大会を秋田県
仙北市の乳頭温泉郷にて開催します。新型コロナウイルス感染問題により大学・機関の決定等で
県外出張・参加できない役員・会員も少なくないため、総会（理事会）は見合わせて来春5月の第
35回四万温泉大会まで延期し、研究発表大会のみの開催とします。
　会場・宿泊先の「休暇村乳頭温泉郷」では徹底したコロナ対策をとっていることを現地確認し
ており、当学会としてもそれに応えた開催形式と運営を行います。
　全国の温泉地のなかでも秘湯人気の高い乳頭温泉郷は、十和田八幡平国立公園内にあって国民
保養温泉地に指定され、秋田駒ヶ岳と乳頭山（烏帽子岳）西側山麓を覆う深いブナ林に七つの温
泉場（すべて自家源泉一軒宿）が点在する、豊かな自然環境のもとにあります。
　温泉はほとんどが自然湧出泉で、大分類の泉質で硫黄泉、酸性泉、含鉄泉、塩化物泉、硫酸塩
泉、炭酸水素塩泉、単純温泉の7種類がそろう日本有数の温泉の宝庫です。清涼な森の空気とと
もに、この間のコロナ禍に息詰まる思いで過ごしてこられた会員の皆様を一時でも癒し、免疫力
の回復につながることを願うものです。
　このたびの会場ならびに宿泊先となる休暇村乳頭温泉郷は、温泉郷の玄関口として、万全な新
型コロナ感染防止対策を講じて客を迎え入れています。しかもこのたびは、紅葉シーズン最後の
土曜日にもかかわらず「全館貸切宿泊」にしていただいています。
　大会開催にあたっては、最も「密」になりやすい懇親会をやめ、食堂とロビー共に開放しての
各自夕食形式とします。したがって今回は「懇親会のみ参加」はありません。
　研究発表大会の会場は休暇村正面にある独立した建物「温泉館」2階です。窓を開けやすく、
大会中に休憩タイムを増やして換気を心がけ、また発表者と参加者席との間を空けるなど飛沫防
止対策を行います。
　休暇村は広い3階建てで全38室。「夕・朝食込み1部屋（10畳） 3名利用」を基本としますが、「密」
を避けたい方には一人部屋あるいは二人部屋の利用を推奨します。下記のとおりその差額料金も
格安に配慮してもらっています。
　二日目の乳頭温泉郷視察会も集団行動を避け、自由行動とします。この機会に七湯すべてを体
験したい参加者のために、乳頭温泉組合のご厚意と一部学会負担により通常宿泊者に1,800円
で販売している「湯めぐり帖」（全湯入浴と湯めぐり号乗車可）を破格の1,000円で提供します。
休暇村フロントで購入ください。

　　　　　日本温泉地域学会第34回研究発表大会スケジュール

開催温泉地：秋田県仙北市乳頭温泉郷 　〒014－1201　仙北市田沢湖駒ヶ岳
開催日　　：2020年11月7日（土）・8日（日）　初の土・日開催です
大会会場　：休暇村乳頭温泉郷　仙北市田沢湖駒ヶ岳2－1　TEL 0187－46－2244
　　　　　　FAX 0187－46－2700
宿泊施設　：休暇村乳頭温泉郷
集合・受付：11月7日（日）13時～　休暇村乳頭温泉郷
参加費　　：一般会員・賛助会員2,000円、学生会員1,000円、会員外2,000円
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研究発表大会プログラム

11月７日（土）
自由論題　発表時間：20分（発表15分、質疑5分）
　座長：浜田眞之 （国際温泉研究院）
 14：00～ 14：20  飯尾守（バースケア）・水沼一英（群馬県東毛産業技術センター独立研

究員）：「コロナ感染症対策“浴場内の密を防ぐ” IoTを活用したバスマ
ット」

 14：20～ 14：40  進藤和子（温泉ライター）：「海浜保養地の雰囲気の残る時期の鎌倉の
温泉と潮湯（海水温浴）」

 14：40～ 14：50  休憩
 14：50～ 15：10  清水恵介（日本大学）：「温泉“権”論の眺め方─鷹の湯事件を起点とし

て」
　座長：石川理夫（温泉評論家）
 15：10～ 15：30  斉藤雅樹（東海大学）：「『新・湯治』の効果測定～豊後高田市の事例～

第二報」
 15：30～ 15：40  休憩（会場換気開放）
 15：40～ 16：00  甘露寺泰雄（中央温泉研究所）・堀川有（株式会社湯守）：「中村はな著

『茨城の鉱泉めぐり 昭和44年』から見えてくる冷鉱泉の湯治」
 16：00～ 16：10 休憩（会場換気開放）
現地報告　
 16：10～ 16：40  竹内貴祐（乳頭温泉組合長）「乳頭温泉郷の現況」

●　上記の乳頭温泉郷大会での自由論題発表者で未送付の方は、大会発表要旨集ワード原稿（各
見開き頁：タイトル・発表者氏名・肩書、掲載図表を含めて40字詰×75行以内）を10月5日（月）
までに編集委員会（編集担当メールアドレスmi-ishikawa@ac.auone-net.jp）宛にメール添付
で送付してください。
●　2021年5月30日（日）・31日（月）に第35回研究発表大会・総会を群馬県四万温泉にて開催
します。1年延期されたかたちでの四万温泉での開催となります。理事会・総会の開催は
2019年5月の第33回梅ケ島温泉大会以来2年ぶりのことで、これまで暫定執行してきた学会
決算・予算の承認や役員改選など議題は山積みです。ふるってご参加ください。
●　この2021年春季の第35回研究発表大会で自由論題の研究発表を希望される会員は、1月8
日（金）までに事務局宛に簡単な発表要旨を付けて申し込んでください。同時に、研究発表予
定者は大会要旨集作成のため、発表要旨ワード原稿（各見開き頁：タイトル・発表者氏名・肩書、
掲載図表を含めて40字詰×75行以内）を４月16日（金）までに編集委員会宛に送付してくだ
さい。
●　次号の学会誌『温泉地域研究』第36号（2021年3月20日刊行予定）への論文・研究ノート・
温泉裁判例研究・書評・資料・温泉地情報などの原稿を募集します。必ず投稿規程と執筆要領
（学会ホームページに掲載）に従い、直接編集委員会（編集担当メールアドレスmi-ishikawa@
ac.auone-net.jp）宛に、原稿送付状とともに本文ワード原稿ならびに掲載図表・画像等は別途
添付（本文ではレイアウト指定のみが基本）にて送付してください。
　原稿は常時受付けていますので、常に早めの投稿・送付をお願いします。次号第36号への原
稿送付締切は12月25日（金）です。論文と研究ノートは、査読を受けてパスしたものから順次
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宿泊費　　：学会指定宿を利用する場合、夕・朝食込みの1部屋（10畳）3名利用基本
で一人当たり料金12,000円（消費税＋入湯税込。以下同）です。一人一室
希望の場合は追加料金3,000円、二人一室は追加料金1,000円（各自）で
す

参加申込　：参加者は10月16日（金）（必着）までに学会事務局振替口座宛に郵便振替で、
参加内訳を具体的に明記して払い込んでください

交通案内　：東京方面からは秋田新幹線こまち11号東京駅9時08分発田沢湖駅11時59
分着、田沢湖駅12時25分発の乳頭温泉郷行きバスで休暇村13時10分着。
東京駅7時32分発こまち5号田沢湖駅10時25分着も10時40分発の乳頭
温泉郷行き接続バスがあります。航空便では大阪伊丹空港8時30分発秋
田空港10時着ほか名古屋空港・羽田空港からの便があり、秋田空港から
秋田駅行きリムジンバスや乳頭温泉郷行きエアポートライナー（予約制乗
合タクシー・6,000円）もありますが、後者は営業期間を確認ください

昼食　　　：到着時の昼食については休暇村の食堂も利用できます（11時半～ 14時）

　研究発表大会に参加される会員は、以下の参加形態によって郵便振替で学会事務局振替口座宛
に相当金額を10月16日（金）必着で前納ください。払い込みによって学会参加申し込みとします。
また、本年度年会費（賛助会員３万円、一般会員4,000円、学生会員2,000円）未納の場合は同
時に振り込んでください。
　その際、振替用紙の記載欄に振込額の内訳（宿泊費・参加費、１名１室または２名１室の場合
はその旨を、また未納の年会費振込の場合は年度の内訳）を必ず記入ください。
　10月16日をもって受付締切とします。なお、コロナ渦による大会直前のキャンセルも考慮し
ます。
　学会指定宿泊＋学会参加： 12,000＋2,000＝14,000円（学生：13,000円）
　大会参加のみ　　　　　： 2,000円（学生：  1,000円）
　郵便振替口座番号：００１９０－６－４６２１４９
　加入者名　　　　：日本温泉地域学会

日程
11月７日（土）　研究発表大会（休暇村隣接の「温泉館」）、夕食（休暇村）
 13：00　休暇村乳頭温泉郷にて受付開始
 14：00　研究発表大会・現地報告
 18：00　夕食
11月８日（日）　乳頭温泉郷自由視察会（巡る順路は主に３パターン）・現地解散
 9：00　 休暇村から遠い鶴の湯と黒湯を最初に巡る場合はそれぞれマイクロバスで送りま

す。その後は七湯を巡回する定期運行の「湯めぐり号」を利用ください
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掲載します。会員の積極的な投稿を期待します。
●　学会事務局では、創刊第1号から前号第33号までの学会誌『温泉地域研究』バックナンバー
をすべて取りそろえています。バックナンバーを希望される会員は事務局までメール
（mikenaga@niu.ac.jp）またはファクスにて申込みください。頒価は、第26号以前の号につ
いては10周年記念特集号（第20号）を除き、値下げして一冊1,000円（送料別）です。

●　お詫びと訂正
　　前号の学会誌『温泉地域研究』第34号掲載の研究会発表②前田聡「憲法から入れ墨と入浴問
題を考える」に下記のとおり注記の誤記と漏れがありました。
　46頁：本文左段下から4行目の注5）→注7）に訂正
　46頁：本文右段下から14行目の注6）→注8）に訂正
　48頁：注・参考文献から注5）6）7）8）が漏れていました。
　　　　5） 松本和彦（2017）：「市職員に対する入れ墨調査の適法性（大阪高判平27・10・15）」

『判例時報』、第2327号、154-158頁、157頁。
　　　　6） 小山剛（2019）：「第11章　職業と資格─彫師に医師免許は必要か」、『判例時報』、

第2408号臨時増刊（毛利透ほか『憲法訴訟の実践と理論』）、249-272頁、270頁。
　　　　7）芦部信喜（高橋和之補訂）（2019）：『憲法（第7版）』岩波書店、121頁。
　　　　8） 小山剛（2014）：「不易流行（15）入れ墨を理由とした先住民族に対する入浴拒否

─憲法学から考える」、『温泉』、第82巻第3号24-25頁、24頁。
　　以上、お詫びして訂正します。
●　2019年3月に刊行した『新版 日本温泉地域資産』は、一般読者からも好評で注文が相次ぎ、
引き続き頒価1,000円で販売しています。20冊単位での割引販売委託も行いますので、学会
事務局までメールかファクスにて連絡ください。
●　住所を変更された会員は住所変更届を必ず学会事務局へファクスまたはメールにて送ってく
ださい。郵便局には住所変更届を出しても、学会誌は宅配業者のメール便にて発送しています
ので、毎号「移転先不明」で複数戻りがあり、再発送に手間どっています。
●　学会ホームページでは、学会ニュース、大会案内、温泉観光士養成講座開催案内などをたえ
ず最新のものに更新しています。とりわけコロナ禍が続く現在、大会開催についても緊急の事
態があればホームページにて案内をしていますので、会員はふだんから閲覧するようにお願い
します。

　　　　　　　新入会員（2020年3月6日～ 2020年9月5日）

高梨　了英 東京都 八木　　透　佛教大学 京都市
古川　彰洋　JTB／放送大学大学院 東京都 シェルブレア・ミハエラ 横浜市

Masahito Ikenaga
テキストボックス





